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（午前１０時００分 開 議） 
〇議長（獅畑輝明君） これより、本日の会議を開

きます。 
                       
〇議長（獅畑輝明君） 日程第１ 会議録署名議員

の指名を行います。 
 会議録署名議員は、会議規則第78条の規定により、

議長において、２番若山武信君、９番鎌田恒彰君を

指名いたします。 
                       
〇議長（獅畑輝明君） 日程第２ 諸般の報告であ

ります。 
 事務局長に報告させます。 
〇議会事務局長（大橋一君） 報告いたします。 
 本日の議事日程につきましては第２号のとおりで

あります。 
 次に、議員の出欠席の状況でありますが、本日は

全員出席であります。 
 以上で報告を終わります。 
                       
〇議長（獅畑輝明君） 日程第３ 昨日に引き続き

一般質問を行います。 
 順次発言を許します。 
 質問順序２、１、戸別所得補償制度の取り組みに

ついて、２、建設業退職金共済制度について、３、

公共工事における建設労働者の適正な労働条件確保

について、４、有害鳥獣対策について、議席番号３

番、谷田部芳征君。 
〇３番（谷田部芳征君） 〔登壇〕 通告に従って

始めます。 
 大綱１、戸別所得補償制度の取り組みについて、

①、来年からの本格実施に当たっての取り組みにつ

いてお伺いをいたします。本年の作況は、５月まで

低温と長雨により春の作業が大幅におくれましたが、

６月から好天に恵まれ、７、８月の異常とも言える

高温が続き、生育状況でも水稲で約１週間早く進ん

でいる状況であり、８月15日現在低温と高温の影響

により分けつやもみ数が伸びなく、全道、全国的に

作柄は平年並みとのことであり、間もなく収穫を迎

えようとしております。しかし、このような状況の

中で過剰米対策が問題となっており、本年６月末に

おける政府と民間業者合わせて在庫量は316万トン

を超え、10年産米が平年作以上になれば、さらに20

万トンも増加をし、過剰米に拍車がかかり、米価の

下落を招くことになり、現に下落は避けられないと

の報道もあり、収穫を迎え、素直に喜べない状況で

あります。また、去る８月10日発表されました食料

自給率も米の消費減や輸入小麦の値下がり等によっ

て消費が増し、カロリーベースで３年ぶりに1.3ポ

イント下がり、40％に落ちております。 
 さて、そうした中、本年より戸別所得補償制度の

モデル対策が実施されており、新たな農業政策とし

て農業者の関心も高く期待も大きいのですが、対策

の中身が不透明な部分もあり、これは要因の一つと

して11年度予算要求基準では一律１割削減など厳し

い歳出抑制方針が影響しているものと考えられます。

この制度の中で課題を幾つか挙げれば、１として米

価下落対策、２として水田利活用自給率向上事業の

地域の実情に即した転作支援、そして３として財源

の確保であります。米の過剰在庫により、米流通業

者による戸別所得補償の10アールに当たり１万5,00

0円を当て込んだ米価の値下げ要求が危惧され、さ

らに今年度から米の価格を保障する集荷円滑化対策

を実施しないとのことでありますし、生産コストが

総体的に高い中山間地域では全国一律の交付単価で

は不利なことから、中山間地域等直接支払制度や農

地・水・環境保全対策の拡充が不可欠であります。

また、水田利活用事業では、１年限りとされていた

激変緩和措置が発展的に解消し、都道府県の裁量で

地域特産物の振興に充てるため産地資金と名を変え、

来年度も認められ、将来的にこの制度内容の確立が

望まれております。財源につきましては、今年度分

の5,618億円は来年度も確保される見通しですが、

来年度本格実施に当たって畑作も含め１兆円規模の

金額を見込んでおり、全体として厳しい予算内容で

あると聞いております。今年度のモデル対策に当た
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り、本市の加入状況は該当する農業者は全員加入と

伺っておりますが、ＪＡたきかわとともに水田農業

推進協議会の実務にかかわり、窓口となっている行

政としてモデル対策や来年からの本格実施に向けて

当市の実情に即した取り組みについてお伺いをいた

します。 
 大綱２、建設業退職金共済制度について、①、制

度運用の状況について。建設業に従事する労働者の

ために、公共工事に携わった場合には建設業退職金

共済制度、いわゆる建退共が適用になりますが、当

市における実態についてお伺いをいたします。 
 当市におきましても赤平市発注工事にかかわる建

設業退職金共済制度加入に関する履行確認事務処理

要領なるものがあり、平成15年４月１日から施行さ

れております。目的として、建退共制度の加入促進

と、その円滑かつ適正な履行を確保することとして

おり、制度加入状況届の提出条項では、市長は工事

締め切りの日から１カ月以内に建退共制度加入状況

届を当該工事の元請負人に提出させるものとすると

なっております。証紙張りつけ実績の報告、これは

手帳への証紙張りつけということでありますが、こ

の条項では市長は、工事完成時に元請負人及び下請

をさせた場合には、当該下請負人が雇用した制度対

象労働者への建退共証紙張りつけ実績を建退共張り

つけ実績報告書及び建退共証紙張りつけ実績内容内

訳書により元請負人に提出させるものとするとなっ

ております。また、工事監督の対応条項といたしま

して、１つには元請負人に建退共制度に対する意識

の高揚を図るため、制度適用事業主工事現場の標識

を各工事現場等に掲示することを指導したり、２つ

目には事務処理能力が十分でない下請業者には元請

負人が代行することを指導したり、３つ目には元請

負人が下請負に契約をする場合は下請負人が雇用す

る建退共制度の対象労働者数及びその延べ就労日数

を的確に把握するとともに、これら対象労働者につ

いて必要となる建退共証紙を一括購入し、現場によ

り下請負人に交付することなどと指導することにな

っております。現在は、構造不況の中で建退共証紙

には下請負、孫請負労働者のところまで届いていな

いかのように聞こえております。また、証紙も平成

15年10月より１枚310円で推移しておりますが、落

札額に応じた証紙の割合枚数は守られているのかど

うかが疑問であります。建退共証紙の積み重ねは、

下請労働者の生活に大きく影響してまいります。現

在当市の制度運用の状況はどうなっているのでしょ

うか、お伺いをいたします。 
 大綱３、公共工事における建設労働者の適正な労

働条件確保について、①、当市における労務単価と

賃金の実態についてお伺いをいたします。公共工事

の入札及び契約の適正化の促進に関する法律では、

職人、建設労働者の賃金、労働条件の確保が適正に

行われるようにとされております。現実には元請、

下請関係は利益が上に厚く下に薄いととられており、

元請契約の際の設計施工の積算に当たって計上され

ている労務単価が下請にいくほど減額され、実際の

施工業者や労働者、職人に支出される賃金額は低く

なっているのが実態ではないでしょうか。国の補助

金事業を初め、国の直結工事などで用いられる公共

工事の設計労務単価は、国土交通省と農林水産省に

よります２省協定賃金ということでありますが、そ

れぞれの地方によりこれを準用して単価設定をして

おり、言うなれば北海道単価、空知地方単価があり、

最近のように不況が長引き、公共事業が目減りをす

る、それぞれの施工単価や労務費が引き下げられる

おそれがあります。当市における最近の労務単価と

賃金の実態についてお伺いをいたします。 
 また、発注価格に対しての落札者、落札価格によ

っても下請業者への労務費に大きく影響してくると

思われますが、現在当市における入札予定価格と落

札価格との価格差関係はどのようになっているので

しょうか、傾向についてあわせてお伺いをいたしま

す。 
 ②、公契約法の制定について。公共工事の入札及

び契約の適正化に関する法律、公契約法の制定につ

いてお伺いをいたします。現在組織労働者により、

公共工事において建設労働者の適正な賃金が確保さ
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れるよう、公契約の制定に向かっての運動が進めら

れておりますが、諸外国においては1949年６月にＩ

ＬＯで採択された第94号条約、いわゆる公契約にお

いての労働条件に関する条約、これが批准され、公

契約にかかわる賃金を確保する法律、いわゆる公契

約法の制定が進んでおります。日本においては、経

済大国と言われたバブル時期までは日本全体の経済

状況が良好なので、その必要性がなかったのかもし

れませんが、その後の長引く不況の中で倒産、リス

トラが相次ぎ、労働者の日常生活を確保するために

はなくてはならない法律の一つであります。現在公

契約の取り組みをしている自治体は多いのですが、

制定をしている自治体はまだ少ないと思います。ポ

スト石炭後の労働者のまち赤平市でありますが、労

働者が疲弊している現状のもと、その取り組みにつ

いて当市の考え方がありましたら、お伺いをいたし

ます。 
 次、大綱４、有害鳥獣対策について。これまで何

回か質問をしておりますけれども、再度お伺いをい

たします。①、駆除の強化について。北海道におけ

るエゾシカの繁殖は、平成21年の１年間で12万頭増

加し、64万頭という異常な繁殖であります。したが

って、農林業被害も21年度では実に50億円を突破し、

過去最高となっております。道内西部地区での繁殖

が多いとされており、頭数の削減が急務とされてい

るのであります。当市においても十数年前よりエゾ

シカが頻繁に出没し、畑作物、水稲問わず食害され、

その対策として中山間地域直接支払制度や農地・

水・環境保全事業、あるいは自己負担により電気牧

さくや防護ネット張り、さらに駆除と対応してきま

したが、繁殖を抑えるまでには効果が上がらなく、

深刻な状態であります。一方、アライグマも捕獲を

進め、一時減少しましたが、ことしは各地で昨年よ

り早いペースで捕獲されているとのことであります。

さらに、近年アオサギの繁殖も多く、今後新たな問

題となることが予想されております。これまでエゾ

シカ、アライグマに対し関連する事業や制度を利用

しながら行政としても努力されてきましたが、絶対

数を減らすまでに至っていません。これは、他の市

町村も大変苦慮していることであります。このたび

北海道も実態を深刻に受け、道内市町村へ駆除費用

の半額を財政支援するとのことであり、緊急対策に

使う地域づくり総合交付金特定課題対策事業として

１億円を予算計上であります。さらに、生態系保全

のため禁猟とされていた地域の見直しも図るとのこ

とであり、当市も今定例会に補正予算に計上されて

おりますが、ぜひこの事業を有効利用し、さらなる

効果を上げていただきたいと思います。 
 ②、猟友会との連携についてお伺いいたします。

今まで駆除や捕獲については、猟友会にゆだねてき

たところですが、猟友会も限度があると思います。

そこで、昨年シカのくくりわな猟の資格を８名の農

業者が得たと伺っておりますが、今後も有資格者を

ふやし、猟友会と連携して効果ある対策を進められ

てはどうかと思います。お伺いをいたします。 
 １回目終わります。 
〇議長（獅畑輝明君） 菊島産業課長。 
〇産業課長（菊島美時君） 大綱１、戸別所得補償

制度の取り組みについて、①、来年度からの本格実

施に当たっての取り組みについて答弁させていただ

きます。 
 赤平市の現状につきまして、今年度はご質問のと

おり水稲の生育状況が１週間早く進んでいる状況で、

作柄は平年並みとのことですが、ことしは昨年デビ

ューしました水稲品種ゆめぴりかの作付面積が伸び

ており、赤平市の農業生産額の底上げが期待される

ところであります。しかし、先月の８月23日から24

日の早朝にかけての大雨による農作物への影響が出

ていることから、水稲も含めこれから収穫されるす

べての農作物について品質、収量などについて心配

されるところです。 
 さて、戸別所得補償制度の取り組みに当たり、８

月末現在の赤平市の米モデル事業などへの加入状況

ですが、配分農業者127戸のうち自己保全管理によ

る非該当者７戸を除き、米作付及び転作による該当

者120戸全戸が加入となっております。 
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 ご質問のとおり、米モデル事業につきまして赤平

市水田農業推進協議会が本対策の地域窓口となって

おり、協議会事務局としてＪＡたきかわ営農振興部

と赤平市産業課農林係が実務に当たっております。

このことも踏まえ、赤平市として赤平市水田農業推

進協議会への実務事務や情報提供などの協力、北海

道農政事務所や北海道への取り次ぎ等の事務を行っ

ているところであります。また、市としまして今年

度より第３期対策が始まる中山間地域直接支払制度

や農地・水・環境保全向上対策など、既存交付金に

取り組む集落や活動組織についてのサポートや赤平

市農民協議会などの農業団体からの要請による戸別

所得補償制度に関する説明などを行っております。

今後国の時限対策として米所得補償事業の本格実施

や畑作物の戸別所得補償事業など国主導の政策が多

様化していくことから、赤平市水田農業推進協議会

を通じ市内農業者への情報提供などを行うとともに、

中山間地域直接支払制度や農地・水・環境保全向上

対策などの事業にも積極的に取り組めるよう農業者

をサポート及び情報提供し、赤平市の農業振興に努

めていく所存ですので、ご理解賜りますようお願い

申し上げます。 
〇議長（獅畑輝明君） 町田総務課長。 
〇総務課長（町田秀一君） 大綱２、建設業退職金

共済制度について、①、制度運用の状況について申

し上げます。 
 建設現場で働く労働者の退職金の制度の加入促進

とその円滑かつ適正な履行の確保のため、平成15年

４月１日に施行いたしました赤平市発注工事に係る

建設業退職金共済制度加入に関する履行確認事務処

理要領によりまして、建設業者が当該制度に加入す

ることを勧奨してきておりますが、赤平市の元請業

者においては建設業退職金共済制度もしくは中小企

業退職金共済制度に加入している状況でございます。

工事監督員におきましては、この処理要領に基づい

て指導しているところでございますが、工事締結日

より１カ月以内に建設共済制度加入状況届の提出、

工事完成時には下請負人を含めた建退共証紙貼付実

績報告書及び建退共証紙貼付実績内訳書を提出させ、

確認しているほか、工事現場におきましては制度に

対する意識の高揚を図るため、建設業退職金共済制

度適用事業主工事現場の標識、これを掲示すること

や元請負人、下請負人に制度の趣旨や対象労働者数

等の把握など指導に努めているところであります。

現時点におきましては、証紙の貼付を受けていない

人や手帳を持っていない方がいるという情報等はご

ざいませんので、そのような実態について今のとこ

ろ把握してはございませんが、仮にそのような場合、

申し出等がございましたら、必要に応じまして工事

監督員は元請負人に対し聞き取りや証紙の受け払い

簿並びに共済手帳、その他関係資料の提出を求める

ことができるよう平成17年に要領を改正し、対応す

ることとしてございますので、ご理解賜りたく存じ

ます。建設業退職金共済制度につきましては、今後

も指導してまいりたいと思いますので、よろしくお

願いいたします。 
 引き続き、大綱３、公共工事における建設労働者

の適正な労働条件確保について、①、当市における

労務単価と賃金の実態について申し上げます。公共

工事の積算に使用する労務単価につきましては、ご

承知のとおり、農林水産省及び国土交通省が公共工

事に従事する労働者の県別賃金を職種ごとに調査い

たしまして、その調査結果に基づいて決定いたしま

した公共工事の積算に用いる公共工事設計労務単価

を使用しており、国土交通省のホームページにおい

て公表されているものでございまして、単価につき

ましては都道府県別に設定されており、北海道単価

を公共工事の積算に用いているところでございます。

しかし、この労務単価は、公共工事費の積算に用い

るものでございまして、業者が実際に労働者に支払

う賃金を決めるものではございませんし、賃金は地

域の事情、企業の事情、雇用の需給関係、労働者の

技能、資質、あるいは物価動向などいろいろな事情

を考慮した中で決まっているものだと考えておりま

す。赤平市内の労務単価の実態につきましては、２

年ごとに調査をされます労働基本調査報告書平成20
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年度版におきまして、建設業における労務系の時間

給は男1,012円、女879円でございますが、これは平

成21年10月発行の北海道最低賃金678円を超えてい

る状況となってございますので、ご理解いただきた

く、よろしくお願い申し上げます。 
 また、落札率の動向でございますが、平成19年は

83.89％、平成20年は88.13％と低くなってございま

したが、平成21年度で93.00％、今年度８月末現在

では95.22％と上がってきてございます。これは、

平成19年度及び平成20年度につきましては、発注数

自体が少なかったこと、平成21年度以降につきまし

ては緊急経済対策などで比較的多く発注できたこと、

さらに平成20年度より最低制限価格を設けておりま

すが、最低制限価格を設定した入札の件数もふえた

ことによる影響が出ていると思われます。よろしく

ご理解賜りますようお願い申し上げます。 
 次に、②、公契約法の制定について申し上げます。

市が発注する公共工事等につきましては、契約本来

の目的でございます適正な履行の確保に加え、下請

を含めた受託企業の労働者の労働条件が適正である

ことが重要であると認識しています。昨年９月末に

全国で初めて制定されました千葉県野田市の公契約

条例も同様の趣旨で制定されたものでございまして、

先導的な取り組みであると考えておりますが、当市

におきましては契約の適正な履行と業務の質を確保

するため、制限つき一般競争入札に付そうとすると

きは、原則として予定価格が1,000万円以上の工事

は最低制限価格の設定を行うなどとしており、ダン

ピングの防止や労働者の適正な労働条件の確保に留

意しているところでございます。当市といたしまし

ては、今すぐ公契約条例を制定する考えはございま

せんが、今後も公契約基本法の制定など、国の動向

や各市の状況などを注視してまいりたいと考えてお

り、これからも引き続き国からの下請契約における

代金支払いの適正化等の通知を踏まえまして、受注

業者に対しまして関係法令の遵守と適正な下請契約

を行うよう指導の徹底を図るとともに、あわせて地

元中小企業者の受注機会の確保に努めてまいりたい

と考えておりますので、よろしくご理解賜りたくお

願い申し上げます。 
 以上でございます。 
〇議長（獅畑輝明君） 菊島産業課長。 
〇産業課長（菊島美時君） 大綱４、有害鳥獣対策

について、①、駆除の強化についてと②、猟友会と

の連携について、関連事項でありますので、続けて

答弁させていただきます。 
 近年有害鳥獣に関する農業被害が増加の一途をた

どっている現状にあり、シカによる稲の食害などが

多発しているところであります。シカについては、

地元猟友会による個体数調整捕獲を行っており、平

成19年度は45頭、平成20年度42頭、平成21年度は25

頭を捕獲し、現在平成22年度は８月現在で65頭と過

去最高の捕獲報告を受けております。当市といたし

ましては、今回北海道による緊急対策による補正額

の２分の１を補助する特定課題対策事業、地域づく

り総合交付金を活用し、追加捕獲数を30頭増加の目

標を掲げ、実施する予定となっております。さらに、

全道規模の調査では、地域の細かな状況はわからな

い、結果が出るまで時間がかかる、積雪などの変化

に対応できないなどを解消するため、今回エゾシカ

の越冬地調査を目的とし、あわせて捕獲の実施がで

きる緊急雇用創出推進事業により、調査結果をもと

に冬期間における捕獲作業の参考とする予定となっ

ております。 
 次に、ことしの２月に８名の農業者がわな猟免許

を取得され、有害鳥獣駆除活動を行っており、当市

といたしましてもその活動に対し期待しております。

また、猟友会との連携を図れば、ある程度の捕獲数

も確保できると思いますので、これから来年度に向

けて協議してまいります。今後もわな猟免許取得者、

地元猟友会及び関係機関と連携図りながら有害鳥獣

の駆除に努めてまいりたいと思いますので、ご理解

賜りますようお願い申し上げます。 
〇議長（獅畑輝明君） 谷田部芳征君。 
〇３番（谷田部芳征君） 〔登壇〕 それぞれご答

弁ありがとうございました。再質問はございません
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が、一、二点申し上げ、私の質問を終わりたいと思

います。 
 大綱１の戸別所得補償制度は、農家の販売価格が

生産費を恒常的に下回っている品目を対象に差額を

交付することにより、経営の安定や国内生産力の確

保を図り、食料の自給率向上、農業の多面的機能を

維持することを目的としておりまして、自由化を視

野に入れた国が直接財政を支援する制度であります。

来年から畑作を含む本格実施に向けて、モデル対策

のことしはテストケースでもあり、まだ不透明な部

分もあるわけですが、農政事務所等の情報を得なが

らもこの制度の適切な活用を図っていただきたいと

思います。 
 大綱２の建退共証紙については、末端までの追跡

調査が必要でありますので、今後の扱いについては

よろしくお願いしたいと思います。 
 以上申し上げて、私の質問を終わります。 
〇議長（獅畑輝明君） 質問順序３、１、指定管理

者について、２、市立赤平総合病院について、３、

後発医薬品について、４、地場産業の振興について、

５、エゾ鹿被害と鳥獣保護区域について、６、教育

行政について、議席番号６番、北市勲君。 
〇６番（北市勲君） 〔登壇〕 通告に基づき、質

問をさせていただきます。それぞれのご答弁をよろ

しくお願い申し上げます。 
 大綱１、指定管理者について、①、赤平市保養セ

ンター外３施設の指定管理者の選定の進捗状況につ

いてお伺いをいたしたいと思います。本年３月議会

におきまして、保養センター外３施設の指定管理者

につきましては、条例に沿った公募により公平な指

定をすべきであるということで再度公募についての

検討をしていただきたいということで今議会は、赤

平議会は１年限りの指定ということで議決をさせて

いただきました。平成22年度も既に６カ月を過ぎよ

うとしております。今までの議会答弁、それから６

月の議会答弁におきましても同僚議員等から指定管

理者についての進捗状況の質問がございましたが、

公募によるメリット、デメリットを再精査し、行財

政改革第三セクター専門部会で協議を重ね、さらに

判断をし、方針が固まり次第、議会等に報告をして

いただけるのでということで、もう少し時間が欲し

いという答弁をいただいたと記憶しております。ご

存じのように、指定管理者を指定するということは、

民間企業の参入を認め、施設管理運営のコストの削

減と市民サービスの向上が目的であり、だからこそ

公募により指定をしてくださいと、このように条例

でうたわれております。しかし、ここに至るまで一

度も説明もなく、今議会において進捗状況をお尋ね

する次第になったわけでございます。中身としては、

先ほど申し上げましたメリット、デメリットによる

再精査については結果が出たのでしょうか。また、

行財政改革第三セクター専門部会が何回開かれ、ど

のような議論をされたのか、ぜひ市民の前に明らか

にしていただきたい。そういう意味で質問させてい

ただきますので、どうぞご答弁のほどよろしくお願

いを申し上げたいと思います。 
 大綱２、市立赤平総合病院についてお尋ねをいた

します。病棟改築の考え方についてお尋ねをいたし

ます。市立赤平総合病院に勤務されている職員の皆

様には、市民の命と健康を守るために地域の役割を

踏まえ、現診療体制を維持し、患者サービスの向上

に努め、さらに病院の経営健全化を目指し、努力さ

れていることに大いに評価をし、感謝もしておりま

す。 
 さて、現在進められております経営健全化計画は、

医師確保はもちろんのこと、看護体制のセンター化

等実施し、平成24年までに病院規模を縮小し、病床

を一般病床60床、療養病床60床にすると、そういう

ことになっております。そこで、この一般病床60床

と療養病床60床をどのような形でつくっていかれる

のか、現病棟は築後45年を経過しており、大変劣悪

な環境にあることは皆さんご存じのとおりだと思い

ます。耐震上にも問題もあり、補修して使っていく

ことは非常に無理がある、そういう意味で病棟をど

うするのか、少なくとも経営健全化計画を目標どお

りに達成し、将来にわたり赤平市民に安定した経営
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のある医療を提供するには、今病棟改築の議論は避

けては通れないはずである。ぜひこの一般病床60床、

療養病床60床についてどのように考えておられるの

か、お考え方をお聞かせいただきたいと思います。 
 大綱３、後発医薬品について、赤平市における使

用状況と差額通知についてお尋ねをいたします。今、

国民医療費が35兆円に達しようとしております。厚

生労働省は、医療給付費適正化の取り組みとして、

後発医薬品希望カードの送付と先発医薬品の後発医

薬品に切りかえた場合の自己負担軽減額を示した後

発医薬品利用差額通知を出すように指導していると

思います。ご存じのように、後発医薬品とは、新薬、

いわゆる先発医薬品の特許が切れた後に発売される

医薬品で、研究、開発及び治験コストが削減され、

一般的には安い価格で売られております。厚生労働

省は、平成24年度までに数量ベースで後発医薬品シ

ェアを30％まで持っていき、このために希望カード

の送付と差額通知の実施率の向上を目指す考えでも

あります。特に差額通知の取り組みは、被保険者の

意識を変え、後発医薬品シェアを高めることができ

るので、本年５月20日までには北海道10市を含む全

国で42市町村が実施しております。この近隣市では、

砂川市では本年１月、滝川市では本年２月に既に実

施しております。 
 そこで、赤平市の使用状況と差額通知をどのよう

にされているのかお聞かせ願いたいと思います。 
 大綱４、地場産業の振興について、①、住宅産業

への支援についてお伺いをいたします。住宅産業の

振興は、第５次赤平市総合計画推進の重要な役割で

もあり、地域の雇用と経済を支える、かつ定住促進

に効果のある基幹産業の一つであると思っておりま

す。私どもは、赤平市が所有する遊休地の有効活用

を促進するために、貸し付けによる活用法を提案し

てまいりました。このたび定期借地権制度が広報あ

かびら９月号にて市民に知らされ、手持ち資金が少

なくてもマイホームが持てる、このような大変すば

らしい政策であると大いに評価をいたしているとこ

ろでもございます。私どもがこの政策を進めるに当

たって市内建築業者の振興を図るために、参入しや

すい条件等を企画していただきたいと要請もいたし

ました。広報あかびらによりますと、市内業者に施

工を依頼した場合は保証金を50万円から30万円に引

き下げる、このようなことでございますけれども、

保証金の引き下げだけでは私はインパクトは弱いの

ではないかと、これで市内業者へ建築依頼をするの

はそう多くはないのでないかと、そのような気もい

たしております。さらなる施工主にメリットがある

ような、赤平市の建築産業が参入しやすいような考

え方あれば、ぜひお聞かせ願いたいと思います。 
 次に、現在進められております安心住宅助成事業

についてお尋ねをいたします。この施策も市内建設

産業の振興として大変いい支援策であると、これも

大いに評価をしております。担当課の説明によりま

すと、７月末日までで16件の工事を受け付けている

と報告を受けましたが、内容についてはリフォーム

が14件、老朽住宅除却が１件、耐震改修が１件とい

うことで合計16件となっておりますが、私はよそよ

りも少ないのではないかと、これは私の個人的感想

でございますので、担当課としてはこれをどのよう

に考えておられるのか、評価しているのかお聞かせ

を願いたいと思います。本年度は、住宅産業支援策

として先ほど申し上げました定期借地権制度や安心

住宅助成事業と地場産業の振興に大きく寄与できる

ような施策が出されてきました。ただ、地場産業が

これに対してどう受け取るのか。これだけ行政が支

援策を出しても、事業をしていただける企業がどう

受けとめてくれるのかによって赤平市の産業振興に

大きく影響を与えると、このように思っております

ので、ぜひ地場産業がこの政策に対してどう向いて

いるのか、もしわかることありましたら、お知らせ

願いたいと思います。 
 大綱５、エゾシカ被害と鳥獣保護区域について、

赤平市の被害及び駆除状況と保護区域の見直しにつ

いてお伺いをいたします。前段同じ質問が同僚議員

からございましたので、重なるところがございます

けれども、簡潔な答弁をお願いいたしたいと思いま
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す。道がエゾシカによる被害額が既に50億円を上回

ると、こういう過去最大の農林業被害が出ていると。

特に地域別では、空知は西部地区に該当し、宗谷、

胆振、石狩、留萌、日高管内の中にこの空知が入る

わけで、赤平市もこの中に入っております。生息数

は、2009年で64万頭とのことでございましたが、先

ほどの答弁にもございましたが、被害額はちょっと

出ておりませんが、駆除数は今年度８月末で65頭と

先ほど担当課長からの答弁で理解をいたしましたが、

赤平はどのぐらいシカによる被害が出ているのか、

その辺のところをちょっと教えていただきたいと思

います。 
 それから次に、赤平市に隣接する鳥獣保護区域に

つきましては、20年ごとの更新ということで直近で

は平成18年に更新されたと聞いておりますが、近年

の異常なエゾシカ等の有害鳥獣のふえ方について区

域の見直しについて検討する必要があるのではない

かと、赤平市単独でできる区域設定はないと思いま

すが、これについてどのように考えておられるのか、

考え方をお聞かせ願いたいと思います。 
 大綱６、教育行政について、赤平市内小中学校の

統廃合の進捗状況についてお尋ねをいたします。現

在の学校の配置は、小学校の複式学級の解消と中学

校の複数学級の実現を目指し、平成17年に百戸小学

校と茂尻小学校の統合から始まり、現在は小学校５

校、中学校２校となっております。本年、平成22年

度の教育行政執行方針で予想を超えた少子化により

目的どおりの学校規模になっていないことから、よ

り教育効果の高い一定の学校規模を維持することが

重要であると、今後の学校配置設計について取り組

んでいくという答弁をいただきました。学校の耐震

の問題もございます。これは、急ぐ必要があるので

はないかと思いますので、今までどの程度の取り組

みをされてきたのか、その進捗状況についてお聞か

せいただきたいと思います。 
 以上で１回目の質問を終わります。 
〇議長（獅畑輝明君） 浅水副市長。 
〇副市長（浅水忠男君） 前定例会におきましても

指定管理者の選定基準の準備についてご質問があり

ましたけれども、この題目であります赤平市保養セ

ンター外３施設の指定管理者選定の進捗状況につき

ましてお答えをさせていただきたいと思います。 
 第三セクターの専門部会では、公募する場合にお

けるメリット、そしてデメリット、あるいは公募し

ない場合のメリット、デメリットにつきまして協議

をしたところでありますが、初めに公募をする場合

のメリットといたしましては、民間事業者等に公平

に参画機会を提供できること、また企画コンペ等の

評価によって複数の業者を選定できるということが

挙げられております。一方のデメリットといたしま

しては、民間事業者は特に当たり前のことでありま

すけれども、営利を目的としておりまして、営利を

追求することによるその結果によっては契約解除の

可能性があるだろうということも考えられるという

判定をいたしております。また、公募をしないメリ

ットといたしましては、これまでの事業実績から継

続運営の安定性が確保されること、そして地元雇用

者の継続雇用が可能となるなどが挙げられておりま

す。また、一方では、大幅にサービスを向上させる

ためには、当然温泉を初めといたします各施設の利

用料金の値上げ、あるいはまた市からの委託料の引

き上げ、さらには社員の増員とか、そういうものが

必要と考えておりますが、現状では利用料金の値上

げや委託料の引き上げ等というのはなかなか困難な

状況にあるというふうに考えております。以上の点

が現状における専門部会での協議結果の一つであり

ますが、この間部会自体は１度しか開催をしており

ませんが、産業課が中心となりまして各委員からの

課題の取りまとめをしたところであります。部会の

開催に関係なく、日常的には市長と随時協議をいた

しております。また、空知の温泉ネットワークに加

盟をいたしております温泉施設を有する管内の14市

町に対しまして、現在12市町の温泉施設の状況につ

いてお伺いをいたしました。公募をしている市町が

２市町ありまして、公募をしていない市町が８市町

でありますが、その主な理由といたしましては、施
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設の運営をするために設立した公社であると、いわ

ゆる会社であると、また公社を設立をした経緯があ

ると、あるいはこれまでの蓄積したノウハウがある

と、こういったことから公募をしていないところが

８市町あるようであります。また、２市町につきま

しては、温泉施設を公社自体に売却をしたようであ

ります。平成17年の第３回定例会におきまして、赤

平市公の施設に係る指定管理者の指定の手続に関す

る条例の制定についてのご審議をいただいた際に、

ご存じかと思いますけれども、意見の一つとして施

設の性格、機能等にふさわしい団体の実績、専門性、

人材の蓄積、地域雇用の確保等を考慮し、市内団体

を優先し、申請を求めることといった意見書も付さ

れたところでありますので、現実的には赤平振興公

社以外には地元の参加が難しいといったこともある

かなというふうに思っております。この点につきま

しては、判断材料の一つとして考えていかなければ

ならないという専門部会の議論として挙がっており

ました。さらに、一般的に経営者と言われる方、ホ

テル業者とかそういう方は市内にはおりませんので、

一般的に経営に対するノウハウを有する市内の経済

関係者の方々とも意見交換が必要であろうというこ

とに加えまして、さらにまた空知管内の温泉施設に

ついても引き続き実態を伺うこととしておりますこ

とから、公募の有無における最終的な判断には至っ

ておりませんが、このことも逐次理事者に報告をい

ただいております。このような第三セクター専門部

会からの協議結果の報告を受けまして、私といたし

ましても個人的には、昭和57年に設立をされました

株式会社赤平振興公社は、同年から赤平山スキー場

の管理運営から始まった経緯と、その後２年後には

じんかい収集業務や今日のエルム高原の関連施設を

管理運営している経過を考えますと、このことも判

断材料の一つにしなければならないというふうに考

えているところでございます。 
 なお、今後におきましては、これまで産業課並び

に第三セクター専門部会において調査をいたしまし

た結果がまとまり次第、また経営に対するノウハウ

を有する経済関係者の方とも意見交換を行った上で

常任委員会を通じましてこれまでの調査結果におき

ます資料等を提出し、随時報告をさせていただく考

えでありますので、ぜひご理解をよろしくお願いを

申し上げます。 
 以上です。 
〇議長（獅畑輝明君） 實吉病院事務長。 
〇市立赤平総合病院事務長（實吉俊介君） 大綱２、

市立赤平総合病院について、①、病棟改築の考え方

についてお答えいたします。 
 市立病院では、既にご承認いただいております経

営健全化計画を遂行し、健全な病院経営の実現が最

大の課題でありますことから、まずは経営の効率化

を図り、持続可能な安定した経営の確保を最優先に

考えていく必要があると認識しております。ご指摘

のとおり、病棟の建物自体築47年を経過しており、

今後もさらに修繕が発生することも考えられますこ

とから、将来には一般及び療養病棟に給食施設も考

慮した病棟建てかえの必要性も十分認識しておりま

す。そこで、今般の赤平市過疎地域自立促進市町村

計画の中で病院整備事業を平成27年度までの事業計

画として掲げておりますが、建てかえの有効な財源

であり、効果的な活用でもある過疎債並びに病院事

業債を活用するためにも現時点での健全化計画の遂

行が最優先であり、患者さんにはできる限りご不便

をおかけすることのないよう努めながら、経営の安

定化と不良債務の解消に向けて一層努力してまいり

たいと存じますので、ご理解賜りますようよろしく

お願い申し上げます。 
 以上です。 
〇議長（獅畑輝明君） 栗山市民生活課長。 
〇市民生活課長（栗山滋之君） 大綱３、後発医薬

品について、①、赤平市における使用状況と差額通

知について。 
 最初に、国の方針や取り組み状況についてご説明

いたしますと、厚生労働省では人口の高齢化ととも

に年々増加を続けている医療費を抑制するために、

その対策の一環として後発医薬品の使用促進を図っ
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ているところであります。後発医薬品とは、新薬で

ある先発医薬品の特許が切れた後に発売される先発

医薬品と同じ有効成分、同じ効能、効果を持つ医薬

品のことであり、その価格が安価なことから、患者

さんの自己負担の軽減と医療財政の改善に期待をし

ているところであります。この後発医薬品の全国シ

ェアは、平成21年９月現在で20.2％を占めています

が、約半分が後発医薬品で占められている欧米に比

べますと普及率がかなり低いことから、国では平成

24年度までに30％以上普及させることを当面の目標

としているところであります。 
 次に、市の国民健康保険事業においての取り組み

状況や現状についてご説明をいたします。国の医療

費抑制のための後発医薬品の使用促進は、私たち保

険者におきましても直接的に財政改善が図られます

ことから、当市におきましても国と同様にこれらの

取り組みを進めていく考えであります。この事業を

円滑に進めていくため、市内の医師会や薬剤師会と

も協議を行い、賛同いただいておりますが、市の主

な取り組みといたしましては昨年９月の保険証の更

新の際に全被保険者に後発医薬品を推進するための

パンフレットの送付を行い、窓口でも同様にパンフ

レットの配付を行っております。また、被保険者の

中から後発医薬品を使用されても問題が起こらない

主に生活習慣病の患者さんを選定し、後発医薬品に

かえた場合に先発医薬品、いわゆる新薬との価格が

比較できる通知文書を送付し、後発医薬品の促進を

行っております。現在当市の国民健康保険の被保険

者が後発医薬品を使用している割合についてですが、

平成21年８月診療分から平成22年１月診療分までの

データでは約28.9％となっており、全国平均より若

干高い傾向を示しております。また、本年７月に先

ほどご説明をいたしました後発医薬品への変更が可

能な患者さんへの通知文書の発送につきましては28

件行っており、今後も引き続き対象者を慎重に選定

し、通知文書による使用促進の効果を期待するもの

であります。 
 最後になりますが、後発医薬品につきましてはま

だ十分にご理解されていない被保険者の方々もおり

ますので、今後も啓発活動に力を注ぎながら、さら

なる後発医薬品の使用促進を図ってまいりますので、

ご理解のほどよろしくお願いいたします。 
 以上です。 
〇議長（獅畑輝明君） 熊谷建設課長。 
〇建設課長（熊谷敦君） 大綱４、地場産業の振興

について、①、住宅産業への支援についてお答えさ

せていただきます。 
 住宅産業等の建設産業は、社会資本整備や豊かな

自然の保全や安全な生活を支えるなど重要な役割を

担っており、地域の雇用と経済を支える基幹産業と

もなっております。本市においては、産業別就業者

数に占める建設業は、平成17年度国勢調査の数値で

はありますが、サービス、製造、卸・小売・飲食店

に次ぐ４番目に多く、割合としては11.1％と重要な

産業と認識をしております。 
 さて、豊丘南団地につきましては、定期借地権制

度を取り入れ、８区画を借地区画として用意させて

いただきました。契約期間は51年と長期のため、契

約期間内で子供などに転貸することもでき、土地を

購入する場合よりも少ない資金で住宅を取得できる

ものとなっております。なお、ご案内のとおり、保

証金は50万円となっておりますが、市内の建設業者

に施工を依頼すると30万円とさらに有利になります

よう設定させていただいております。このほか、分

譲地を新たに購入され、新たに家を建てられる方な

ども対象に、以前実施をしておりました住宅建設等

促進奨励助成金についても市内建設業者を利用いた

だいた場合に有利になるよう再度実施できないか検

討中でございます。 
 また、安心住宅助成事業につきましては、住宅改

修に要する費用の一部を助成することにより、安心

して住み続けられる住まいづくりと居住環境の向上

に資するとともに、市内住宅関連産業を中心とする

地域経済の活性化を図ることを目的として当面３カ

年事業の予定で本年５月１日より実施をしておりま

す。これまでの制度の利用状況につきましては、交
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付申請件数が19件あり、助成要件である所得を超え

ていることから、却下したものが１件、交付決定し

たものが18件で、内訳としましてはリフォームが15

件、耐震改修が１件、解体工事が２件で、助成予定

金額は約290万円となっており、経済効果としては2,

900万円ほどとなっております。今後の申請の見込

みでございますが、年間50件程度を予定しておりま

したので、これまでの４カ月で18件の利用ですので、

おおむね予定をしていた状況にあり、現在も数件の

問い合わせがございます。これからの季節の関係や

市内建設業者が受注できる量等から今後の申請件数

のペースは落ちるかもしれませんが、今後も多くの

方に利用をいただきたく改めて広報あかびら９月号

にて制度について案内をしたところでございます。 
 この制度に対する市内建設業者の反応等につきま

しては、情報の提供など、建設業振興を考慮し、受

付窓口を地元建設業協会で行っておりますが、建設

業者それぞれの営業努力などにより、受注量に差が

出ている状況にはあります。今後建設業協会等を通

じ、建設業者の方々も制度の周知や受注の確保に向

け努力をしていただければと思っております。 
 建設産業の振興は、第５次赤平市総合計画におけ

る住環境整備、少子化対策と同様に重点プロジェク

トに位置づけられております産業振興でもあります

ので、これからも住宅産業と建設産業に対して市が

支援をできるどのような方策があるのかを検討して

まいりたいと考えておりますので、ご理解いただき

たくお願い申し上げます。 
〇議長（獅畑輝明君） 菊島産業課長。 
〇産業課長（菊島美時君） 大綱５、エゾシカ被害

と鳥獣保護区域について、①、赤平市の被害及び駆

除状況と保護区域の見直しについて。 
 全道的にエゾシカによる農業被害が増加している

中、当市においても例外ではなく、深刻な状況にあ

ります。平成21年度において聞き取りによる有害鳥

獣被害調査を行ったところ、エゾシカによる被害額

は394万円となり、そのうち76％に当たる298万9,00

0円が水稲の被害となっております。また、地元猟

友会による個体数調整捕獲数は、平成19年度45頭、

平成20年42頭、平成21年度25頭、平成22年度は現在

までに65頭と過去最高の捕獲数になっております。

当市といたしましては、北海道による緊急対策で補

正額の２分の１を補助する地域づくり交付金を活用

し、補正で上げております追加捕獲数として30頭を

増加目標に上げて実施する予定となっております。 
 それと、鳥獣保護区の見直しについてですけれど

も、当市にはアカゲラ、フクロウ、シジュウカラ等

の森林性鳥獣の生息環境として好適であり、野生鳥

獣の保護を図るため森林公園からエルム高原にかけ

て昭和41年より幌岡鳥獣保護区に指定されておりま

す。しかしながら、積雪時には移動性、水飲み場及

び隠れ場所などの条件がそろう沢沿いが越冬地にな

ると言われ、その鳥獣保護区がエゾシカ繁殖の温床

となることが想定されています。また、鳥獣保護区

の縮小、廃止等の見直しは可能ではありますが、鳥

類などの保護も大事であり、慎重な協議が必要とさ

れております。 
 また、本年度緊急雇用創出推進事業を活用し、鳥

獣保護区内のエゾシカの越冬調査を行い、さらには

有害鳥獣捕獲期間である４月から10月末までに現状

のままにおいても鳥獣保護区内の捕獲が可能であり

ますので、この期間においては捕獲を行っていきた

いと思い、またそれに伴って農林被害の軽減に努め

ていけると思いますので、ご理解賜りますようお願

いします。 
〇議長（獅畑輝明君） 相原教育課長。 
〇教育課長（相原弘幸君） 大綱６、教育行政につ

いて、①、小中学校統廃合の進捗状況についてお答

え申し上げます。 
 現在の学校教育条件整備具体化構想は、平成16年

度から開始されましたが、平成15年に学校教育条件

整備審議会の答申によって計画されたものでありま

す。計画は、向こう10年間の計画を示しております

が、当初の目標としていました小学校での複式学級

の解消、中学校での学年複数学級について急激な少

子化の影響から今後の確保が難しい状況となり、子
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供たちへの適正規模での教育環境を提供するために

も新たな学校教育環境整備の計画が必要との判断か

ら、前倒しで準備に入るとしたところであります。 
 そこで、現在までの進行状況ですが、学校教育条

件整備審議会規則にのっとり進めることとなります

が、委員の選定について現行規則には公募委員の規

定がないため、最近の世情に合わせて公募委員の規

定について規則の改正を行い、市広報とホームペー

ジで募集を行ったところであります。公募委員の申

し出はありませんでしたが、現在委員の選考も終わ

り、この10日に第１回目の審議会を開会することと

なっております。当日は、委嘱状の交付を行い、学

校教育環境の条件整備についての方策について諮問

を行った後、実質的な話し合いに入っていただくこ

とになっております。今後は数回の会議を経て答申

をまとめていただくこととなりますが、現在までの

状況としては以上のとおりでありますので、ご了解

くださりますようよろしくお願いいたします。 
 以上です。 
〇議長（獅畑輝明君） 北市勲君。 
〇６番（北市勲君） 〔登壇〕 それぞれの答弁、

大変ありがとうございました。何点か再質問をさせ

ていただきます。 
 まず第１点目に、先ほど指定管理者についてのお

答えの中に公募する場合、それから公募をしない場

合のメリット、デメリットをいただきました。それ

から、公募をしたところが２つあって、それからし

ていないところが８カ所と、こういうことでござい

ましたけれども、特に公募をしないメリットの中に

民間業者であれば営利を追求するから危ないのだと、

そのような感想として受け取りました。では、今の

振興公社、私は振興公社がだめだなんて一言も言っ

ていません。何となく先ほどの答弁聞いていますと、

私どもが振興公社がだめなごときの答弁だったよう

に思いますが、私の勘違いでしょうか。私は、今の

振興公社でさえ民間企業であると、あれ株式会社で

すから民間ですよね、間違いなく。そういう意味で

公平な扱いで市民にサービスの向上を提供するよう

にしていただきたいと、こういうことを申し上げて

いるので、何か答弁聞いていますと、今の業者がま

るっきりだめなような、私がだめだと言っているよ

うな、そういう印象を受けるのです。何か勘違いを

されて答弁をされているのではないかと、そのよう

に思ったのですが、私の勘違いであればいいと思っ

ています。私は、エルム高原というのは、この保養

施設を含む３施設は赤平市の大事な大事な観光資源

だと思っておりますし、今年６月に流先生の彫刻の

設立も喜んで参加いたしました。この３月から１年

間猶予を議会が与えたのは、決して中途半端な気持

ちで我々は議決したのでないです。赤平市議会は、

もう一回真剣に考えていただきたいという、そうい

う意思の表示が３月の議決であったと。いろいろと

お話聞いていると、本当に私との食い違いというか、

私が勘違いしているのか、理事者が勘違いしている

のかちょっと判断に迷うところもあります。ぜひエ

ルム高原を活性化し、市民にサービスの向上が与え

られるような透明性のある選定をお願いいたしたい

と思いますが、これについて私の考えが間違ってい

たら、一言説明をお願いいたしたいと思います。 
 次、病院の件ですけれども、先ほど事務長さんか

ら非常に苦しい感じの答弁いただきました。確かに

今は病院の経営を再建するという第１条件で、大変

わかります。しかし、患者さんの立場、市民の立場

からすれば、お医者さんがある程度そろっていただ

いている、治療内容もかなり高いところまでいただ

けると、しかし病室に入れば、はっきり言って臭い、

暗い、何か３条件ついています。こんなところに自

分の体を治療のためにゆだねますか。平成27年度ま

でに過疎対策事業か何か出ましたけれども、平成27

年まで待てということですか。冗談でないです。や

はりこれは市民が安心して治療に専念できる環境を

つくってやるのが行政だと思います。赤平市の財政

苦しいのは十分わかるのですけれども、しかしもう

待てない状況にあるということはみんなわかってい

るはずです。そんなことも含めてぜひ、この議論を

しないなんていうのはとんでもない話で、市立病院
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の経営健全化推進プロジェクトの中でこの問題どこ

で議論されたのかと、こういうことをやはり市民は

疑問に思うのです。病院の経営は確かに大事です。

だけれども、それだけでないのだと。現実問題、来

月早々に砂川市立病院がオープンします。来年の春

は、滝川市の市立病院がオープンします。私も中身

見ていませんけれども、想像はつきます。相当進ん

だ環境が整備されていると。そうすると、赤平市民

は行きません、赤平市立病院に。あんなところに行

けるかと。トイレは悪いだの、電気が暗いだの、風

は通らないだのと、こんなことを聞かされるほうも

大変なのです。そういう意味でもう一度この病院に

ついてどう考えるのか、これは市長さんの考え方も

あると思うので、ぜひお聞かせ願いたいと思います。 
 次、３番目の後発医薬品は、先ほど担当課長さん

から説明のあったとおりなのですが、私も薬剤師会

の一会員としてあらゆる場でこの後発品についての、

後発医薬品という名前が悪いのです。ですから、国

はジェネリックと何かわかったようなわからぬよう

な名前をつけている。一般的に後発医薬品の評価と

いうのは、どういうぐあいに評価するかと、名前に

ついて。実は、後発品というのは、後から出された

もので、品質が落ちるのですよと、こういうイメー

ジなのです。だから、国はジェネリックという名前

を使ったのです。だけれども、中身は先ほど課長さ

んがおっしゃったように成分は同じです。そのこと

をやはり多く市民に理解していただいて、できるだ

け赤平市の医療財政も国保財政も無理なくなるよう

に、ぜひこの辺も皆さんと一緒に理解して後発医薬

品を使っていただけるような努力をしていかなけれ

ばならぬと思っています。これは、実は医療関係者

も悪いのです。私ども見る処方せんの中に、ドクタ

ーのほうから絶対かえたらだめだというコメントも

入っています。処方するということは、お医者さん

の最大の権利に近いのです。自分が思った診断をし

て、自分が思った治療をする、薬物治療をすると、

そのためには私はこの薬なのだといって、これは大

事なことなのですけれども、しかしそれだけいって

は日本の医療費はもたなくなってきていると、そん

なことで国は後発医薬品を使っていただきたいとい

うことで、まだ今のところ患者さんの選択制です、

一部。私どもの薬局で薬をもらうときに処方せんに

変更不可能、印鑑がない限り、患者さんに先発品と

後発品見せてどっちにしますかと聞かなければなら

ないのです。往々にして、全部とは申しません。

往々にして後発品嫌だという人いるのです、やっぱ

り。これは、窓口負担のない患者さんが多いのです、

往々にして。こんなことも赤平医師会の先生方にも

お願いしているし、もちろん薬剤師会の先生方にも

お願いもしています。しかし、あくまでもこれは患

者さんの自由選択です。そこにやはり今の制度の矛

盾があるのです。そうはいっても、35兆円にもなる

日本の医療費、赤平市の国保会計も含めて改善する

には、ここが非常に大きなウエートを占めるという

ことをご理解いただいて、皆さんと一緒になってこ

のことを進めていただきたいと、このように思って

おります。これについては、別に答弁は要りません。 
 それから次に、地場産業です。確かに今課長さん

おっしゃるとおりなのですが、実は一番心配したの

は、このたびの定期借地権を設定したときの説明の

中に、いわゆる市外のハウスメーカーが既に２区画

を取得したよという話を聞いて、これは大変だよと、

我々も危機感持たなければならないけれども、業界

も持たなければならぬと。申しわけないけれども、

旧赤間四区に住んでおられる方いますけれども、こ

れは建てたのが悪いというのではなくて、あそこの

地域、かつて赤平市が分譲したとき、あそこの恐ら

く99％は市外のハウスメーカーさんに建築依頼した

のではないかと、はっきり言って赤平の業者さん指

くわえて見ていたのです。そういうことで、こんな

ことで赤平市の産業が振興できるかと、私は常々あ

そこを通るたびに思います。そんなことでぜひ保証

金30万円が20万になったからいいだろうということ

でなくて、私はもっともっと業者にもメリットのあ

る、それから施工主にもメリットがある、そしてあ

の土地すべてが埋まるような積極的な策を出してい
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ただきたい。同じように業界もそれに積極的に取り

組んでほしいと。本当に何か赤平の業界がだんだん

と先細りになっていくような気がして非常に心配し

ています。そういうことで、せっかくこうやって行

政が地場産業振興のためにいろいろ考えてくれるの

だったら、業界もそれに反応してほしいと、このよ

うに思っている一人でもございます。先ほど次の新

しい政策もいろいろ考えていただけるということな

ので、ひとつ期待もしておりますので、よろしくお

願いをいたしたいと思います。 
 それと、最後の教育行政の小中学校の統廃合です

か、先ほど答弁で今月10日に早速そういったものを

立ち上げるということなので、これも期待しており

ますので、よろしくお願いをいたしたいと思います。 
 以上です。２回目の質問を終わります。 
〇議長（獅畑輝明君） 浅水副市長。 
〇副市長（浅水忠男君） いろいろご質問ありまし

た。確かに本年の３月に３カ年の指定期間の議案を

提案しました。その前に各委員会でいろいろと委員

の皆さん方と担当者がそれぞれ協議をしていた過程

がありますが、その中ではやはり市のほうの対応が

まずかった、あるいはまた情報が少なかった、そう

いう意味で委員の皆さん方のご理解ができなかった

ということは率直におわびを申し上げたいというふ

うに思います。 
 そこで、決して北市議員さんが公社がだめだとい

うふうに私どもは決めつけておりません。今まで議

会の中でそういうふうに答弁をされております。た

だ、民間業者が請け負った際に、現実としては撤退

をした業者がいるということだけはあるわけですか

ら、そのことを申し上げたつもりでもあります。最

大の赤平市の観光施設であり、大切な施設でありま

すから、議員のおっしゃるとおり、市民サービスの

向上に向け、あるいはまた経費の削減に向けながら

あの施設一帯を守っていく、これは市としても当然

でありますし、市民の考え方も当然だと思いますが、

そういう面で今まで赤平振興公社に長い間お願いを

してきたわけでありまして、ここで公募をする、あ

るいは公募をしないということを決して結論づけた

わけではありませんし、先ほど申し上げましたよう

に、これから随時委員会の中でもご報告をさせてい

ただいて、議論をしていただきたいなというふうに

思っています。 
 実は、ことしの５月31日に赤平振興公社の第28期

の株主総会がございました。株主総会におきまして

は、株主よりさまざまな意見が出ました。１つ、２

つご紹介を申し上げますが、民間企業については利

益を上げるということが目的であるので、赤字にな

ると当然撤退をしていきますよという株主もおりま

すし、また公社の側に立って、この公社は今まで大

変収益の少ない中で運営が成り立っているというの

は、純粋に公社が利益を追求をしていないで市民の

サービスのために働いている会社ではないのかと、

この施設は極めて公共性の高い施設で今の時点で公

社以外に経営を引き継いでいいのかというようない

ろんな話が出ました。これから先ほども申し上げま

したように市内の経営者の皆さん方や、それから当

然株主の皆さん方からも再度ご意見をいただきなが

らまとめていきたいと思いますが、先ほど言いまし

たように、それぞれの経過につきましては随時委員

会のほうで報告をさせていただきますので、よろし

くご理解のほどお願いを申し上げます。 
〇議長（獅畑輝明君） 高尾市長。 
〇市長（高尾弘明君） 病院の改築の件で私のほう

から若干補足させていただきます。 
 議員のほうからは、市のほうが全然検討していな

いかのような発言だったというふうに私は聞きまし

たが、全くそんなことはございません。検討してお

りますが、現状では難しいということを事務長が申

し上げたことでございますし、北市議員の意見につ

いて私も全然反論は、同じ思いでございます。事実

今も空知外から雑用水として配管しているのがだめ

になって患者さんを置いたまんま工事やってもらっ

ています。これは、いけないというふうに思ってい

ます。本当にすぐやりたいのです。それで、以前か

ら例えばあいている管理棟、講堂をつぶすとか含め
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て対応できないかと、こういう検討したこともござ

います。しかし、配管等さまざまな設備もございま

すし、業者の話では構造上無理だと、こういうふう

に言われております。しからば別な場所に建てなけ

ればならぬ。当然今のような５階建ての規模は要り

ませんので、それでは今考えられる規模ではどのぐ

らいかかるだろうかという大まかな試算もされてお

りますので、私どももこのぐらいかなということも

頭に入っております。したがって、全然検討してい

ないということではございませんので、ぜひその点

ご理解いただきたいと。ただ、申し上げたとおりに、

建てるためには申し上げるまでもなくお金を用意し

なければなりません。しかも、今国の法律のもとで

経営健全化計画を進めている中で現実問題改築が認

められるかどうか、その財源をどうするか、それで

先ほど病院事業債ですとか過疎債というお話をしま

したが、恐らく今やるとすれば借金をしなければ絶

対できません。現状のままでは借金をさせてくれま

せん。経営を健全化しなければならないということ

が大前提になります。これで私どもが経営健全化と

病棟の療養環境の改善、相反する問題、私も非常に

この苦しい現実の中に置かれているということであ

りまして、気持ちは全く変わりませんので、したが

って早く経営改善をしてやはり病院を改築をする、

喜んでいただけるような環境に改善するというのが

私たちの大きな使命だと思いますので、今そこに向

かって努力をしているということで、決して私ども

の意見として食い違いないと思っていますので、そ

ういう気持ちあるということはひとつご理解いただ

きたいと思います。 
 以上でございます。 
〇議長（獅畑輝明君） 北市勲君。 
〇６番（北市勲君） 〔登壇〕 大変ありがとうご

ざいました。赤平市にとって大変重要なエルム高原

の管理、それから病院と非常に財政の苦しい中でい

ずれも運営していかなければならないと。そういう

意味でやはり目配り、気配りをしながらやっていか

なければならぬと。特にエルム高原につきましては、

副市長さんから決して私がだめだとかなんとか言っ

たのではないということはお話しいただきましたけ

れども、しかしあの施設を本当に大事に育てていき

たいなという一市民の一人であるということもご理

解願いたいと思います。私どもも何年もあそこをや

はり指定管理者に指定したこと、これは決して私は

間違っていないと思っているのです。ただ、条例に

うたわれたとおりやらないからだめだと言っている

だけの話であって、もしあの条例が先ほどおっしゃ

るようにいろんな意見来たときに市内業者が選んだ

とかそんなことあれば、この条例を変えることだっ

てやぶさかでないのではないかと思う。しかし、私

はあの条例の中身を見ますと、非常にいいと思って

います。やはり公平に扱う、それから公平、公正に

扱うということで非常にいいと思っていますので、

ひとつその辺を踏まえて、残りまだ半年ございます。

ぜひ予算も絡む話ですので、昨年度みたい、昨年と

いうか、３月みたく遅くなるのではなくて、できれ

ば早く方針を決めて議会に説明していただきたいと、

このように思っております。 
 それから、病院です。確かに厳しいのです、病院

は。だけれども、厳しいからそれは仕方がないでは

やっぱりしたくないなと、こういう気持ちも市長さ

んも私も同じなのです。だけれども、やっぱり市民

があの病室に入ったらどういう気持ちになるのかと

いうことをもっと理解しなければならぬと。私も実

は議員になってから１度入院しましたけれども、は

っきり言ってお手洗い行けません。私は、あのとき

はもう病室のお手洗い使わないで外来の患者さん用

のお手洗い使わせてもらいました。そのぐらいやっ

ぱり劣悪なのです。そういうことを早く解決してあ

げたいなという気持ちなので、その辺を酌み取って

いただければと思っています。ちょっときついこと

も申しましたけれども、そういうことでひとつご理

解を願ってやっていただきたいと思いますので、こ

れで一応私の質問を終わりにいたします。どうもあ

りがとうございました。 
〇議長（獅畑輝明君） 暫時休憩いたします。 
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（午前１１時３６分 休 憩） 
                       

（午後 １時００分 再 開） 
〇議長（獅畑輝明君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。 
 質問順序４、１、職員の労働災害、交通災害に関

する危機意識の問題について、２、庁舎内の有効利

用について、３、教育行政について、議席番号８番、

植村真美さん。 
〇８番（植村真美君） 〔登壇〕 通告に基づきま

して、一般質問をさせていただきますので、ご答弁

のほどよろしくお願いいたします。 
 大綱１、職員の労働災害、交通災害に関する危機

意識の問題について。日常の生活の中においてもち

ょっとした段差で転んだり、ドアに頭をぶつけたり、

車を外壁にこすってしまうなどといったうっかり事

故も人生何十年か生きていますと何度か経験するこ

とでございます。しかし、そんな家庭で起こり得る

小さな事故も、場合によっては近所に迷惑をかける

大きな災害につながることにもなりかねません。さ

らに、職場で発生する事故においても同様のことが

言えます。今民間の企業では、労働災害を発生させ

たことによりペナルティーとして減点され、受注の

枠が限られてしまうことや信頼性が低迷し、商品の

注文が大変落ち込むなど、労働災害による社会的責

任の重さをうかがうことができる時代背景となって

おります。そのような中、今年度に入ってからの当

市職員の労働災害、通勤災害を含めた交通災害状況

はいかがでしょうか。危機一髪でよかった、けがが

小さくて済んだからよかったと言い済ませて安堵感

に浸っている部分もあるのではないでしょうか。庁

舎内、公共施設で職員がよく利用する場所、庁舎、

公共施設周辺の道、通勤で使用することの多い道路

においての危険な箇所などを洗い出し、職場内での

作業中や公用車での移動の際には事故を引き起こさ

ないといった意識を高め合うことが必要になってく

ると思います。その対策といたしまして、ヒヤリハ

ットマップをつくることや整理、整頓、清掃、清潔

及び身につけるもののしつけの５Ｓ運動を踏襲し、

日ごろからの危機を予知し、安全対策を強化いただ

きたく思いますが、この点につきましてはいかがお

考えでしょうか。 
 さらに、道路などでは季節によって状況が変化し

ます。例えば市役所の正面出入り口の前の道路から

旧38号線に突き当たるところでは、夏は見晴らしが

よい状態でも、冬は滝川側からの車が見えにくく、

冬は通りたくない道だと、庁舎前の道をそう言われ

ている方が大変多くいらっしゃいます。市役所庁舎

内、公共施設は市民も多く利用することから、その

一端を情報公開し、危険な箇所の位置を分かり合え

ることでさらに事故を防ぎ、市役所の職員から、職

場から地域の安全、安心な地域づくりに発展してい

くことと思いますが、この点の活動につきましては

いかがお考えでしょうか。 
 さらに、安全な職場を保つ上では、職場内でのコ

ミュニケーションを高めることも重要なことと考え

ます。課内での朝礼を実施し、報告、連絡、相談、

報連相といったことも強化し、職員の一日の動向を

確認し合うことで危険な場所を注意し合う、また職

員間でのその日の体調を確認し合う、それと部下が

抱えている問題事などを早期に発見し、解消し合う

ことで作業効率を高め合うことにつながることなど、

職員間でさらにそういった報連相の習慣を身につけ

ていただきたく思っております。そのように日ごろ

から職場のコミュニケーションを高め合うことで大

きな問題を起こさない、災害から職員を守ることに

つながっていくことと思いますが、その方法につき

ましてもいかがお考えでしょうか、お伺いいたした

く思います。 
 しかし、人間ですから、幾ら気をつけていたとし

ましても事故を起こしてしまうこともございます。

また、もらい事故といったこともあるでしょう。そ

ういった労働災害、通勤災害を含む交通災害が起こ

ってしまったときの対応として、職員全員にその状

況や安全対策を徹底周知いたしまして、情報が攪乱

し、職場内でのトラブルを引き起こさないこと、当
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事者のメンタル面においても影響を及ぼさないこと、

さらに市民に対して不快感を与えないこと、そして

二度と同じような事故を繰り返さないようにするた

めにも事故発生後の情報公開のルールをつくり、職

員の安全に対する意識を強化いただきたいことと思

いますが、この辺につきましての対策につきまして

も今後どのようにお考えでしょうか、お伺いいたし

たいと思います。 
 大綱２、庁舎内の有効利用について、①、ファイ

リングシステムの導入について。職員の減少、仕事

の重複など、現職員の業務のボリュームも時代とと

もに大変重くなってきていることと思われます。し

かし、担当者がかわっても市民団体、町内会の覚書、

約束事などの記録はしっかりと引き継いでいただき

たく思っております。このような問題が続くようで

したら、市役所の行政運営に対する信頼性も失われ

ます。今後赤平の人口が多くならない限り、職員数

の増も見込めず、行政サービスの一部も民間の指定

管理者制度の運営形態にさま変わりするといった時

代もそう遠くはないことと思われます。そのような

中で、スピーディーにわかりやすい業務の引き継ぎ

や業務情報の共有化の範囲が広がることと予想され

ます。そのような状態に対応するために、業務の効

率化を上げる機能を考えることで、だれもがわかり

やすい業務環境にすることを考慮し、庁舎内でのフ

ァイリングシステムの導入をぜひ前向きにご検討い

ただきたく思います。 
 ファイリングシステムの導入につきましては、情

報の共有化をすることで担当者不在の際の対応もス

ムーズにできること、重複している書類を作成する

ことがなくなり、仕事の時間も軽減することができ

ること、書類が整理されていると情報の漏えいや緊

急性が減少し、情報のセキュリティーアップにつな

がる、さらに仕事がしっかりと把握できることにつ

ながることにより、分散的な仕事も体系化でき、新

たなアイデアにもつながる効果があるとされていま

す。また、タイムセービング、スペースセービング

といった日ごろ何げなく使っている書類を捜す時間

と職場のスペースを軽減することで年間のトータル

コストが大きく削減できるといった効果もあるそう

です。ファイリングシステムの導入のスタイルもさ

まざまあるらしく、導入している自治体などの視察

もご検討いただきたく、当市に合った効果のよいフ

ァイリングシステムのあり方を導入時期を明確にし、

計画、ご検討いただきたく思っておりますが、いか

がでしょうか。 
 ②、空きスペースの活用と工夫について。財政調

整の一環として公民館、文化会館、勤労青少年ホー

ルなどが使用できなくなり、市民の集いの場も交流

センターみらいに一元集約されました。「みらい」

の使用率が高まったことで集会施設が込み合ってい

るので、さらに施設の開放を求める声もあります。

庁舎内も職員の減少で大変余裕を持って使用してい

るところもある中で、市役所のコミュニティセンタ

ーを初めとする庁舎内のさらに貸し出し可能なスペ

ースを整理し、市民に有効的に利用してもらうこと、

またそのための周知などもご検討いただきたく思っ

ておりますが、いかがでしょうか。 
 また、選挙期間、調査期間になると使用すること

が難しかったスペースもあるということですので、

余裕のあるスペースの中での配置整理をするなど、

さらにあいているスペースの活用と１階のスペース

を拡大し、パーテーションで区切るなどして休憩所、

市民団体との気軽に雑談できるスペースの確保、ま

たロビーでは市民自由掲示板などを設けて市民活動

や企業商品のパンフレット、チラシ、ポスターなど

の掲示を行うなど、赤平の特色を生かした中で市民

にも有効的に利用してもらうことをご検討いただき

たく思いますが、いかがでしょうか。 
 大綱３、①、歴史文化遺産の保存継承活動と将来

構想について。ことし開拓120年を迎え、エルム高

原には流政之氏の彫刻が建てられ、記念すべき赤平

の歴史にまた花が添えられました。開拓から農業、

炭鉱が栄え、その後製造業が盛んな赤平の歴史的背

景の中でこの地域にはそれら産業からはぐくまれま

した生活観、人間の色、文化の色など赤平らしさが
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形成されてきました。その過去と現在を後世にも伝

え、赤平の歴史を誇りに思い、堂々と社会に立ち向

かう人材を育てることも教育の観点として重要な責

務と考えます。そして、さらに赤平の歴史文化遺産

の教育財産としての位置づけを高め、新たな他資源

へと創出するといった方向性へと導くことも十分に

考えられることと思います。現に全国の大学研究者

らで組織する旧産炭地研究会ＪａＦＣｏｆの研究者

が赤平に長期滞在し、炭鉱離職者にインタビューを

依頼し、研究テーマである情報の収集とアーカイブ

ス化を行うこと、さらに本州からこの空知の炭鉱の

歴史の学びたいと訪問する研究者の姿など、研究ネ

ットワークの一助としてこの赤平の炭鉱の歴史が研

究資源として取り上げられていることと今の赤平の

歴史文化遺産が教育財産として大変注目を集めてい

ると言っても過言ではございません。しかし、この

ような状態とは裏腹に当市の持つ課題としましては、

教育委員会が所有する元自走枠工場を初めとする炭

鉱遺産、元住友幼稚園に整備されました炭鉱歴史資

料館などあるにもかかわらず、気軽に立ち寄り、見

学できない状態になっていること、さらに炭鉱遺産

だけにとどまらず、住吉獅子舞、昔の農業機具の保

存、文化会館が閉鎖された後に残る赤平市史をつく

ったときに集めた赤平市の歴史資料、さらに昔の郷

土資料館にあった展示物など、歴史文化遺産が地域

内に点在している状況でございます。今後この赤平

の歴史文化遺産を守るための将来ビジョンがなかな

か見えていないことが非常に寂しく感じております。

教育財産としても価値の高い当市の歴史文化遺産に

対して、例えば常駐するスタッフを配置できるよう

に他の公共施設との合同管理運営を考える、またこ

れまでの赤平を育ててきた歴史背景がわかるように

市全域での農業、炭鉱、現在に至るまでの文化遺産

を集約し、また置き場所が見つからずに遺産がごみ

になってしまわないように呼びかけをするなど、さ

らにこの赤平の最大の特色とも言える歴史文化遺産、

立坑の保存、活用方法も視野に入れた中で赤平の特

色を最大限に生かした歴史文化資料館のような構想、

運営体制を市民活動団体と協議を進め、赤平市全体

で歴史文化遺産をどのように守り、新たな資源へと

つなげていくのかなど、教育観点または公共施設の

運営を担うお立場としてはどのようにお考えでしょ

うか。今後の構想も含めましてお考えをお伺いでき

たらと思っております。 
 ②、市民が利用しやすい公共施設のあり方につい

て。さきの質問にもありましたように、文化意識の

向上、研修、打ち合わせの市民の集いの場といたし

ましては交流センターみらい、スポーツを楽しめる

場所といたしましては総合体育館と市民が集う場所

も集約されている中で、公共施設に対する注目度も

高まっております。そのような中で行政サービスの

一環として、さらに利用者が気持ちよく利用できる

ような担当者の接遇や公共施設、公共サービスのあ

り方をいま一度考えていただきたく思っております。

市民の方からは、いろいろとご意見があるのですが、

その中でも挙げさせていただきたいことといたしま

しては、例えばかたらいホールのステージの高さを

先に予約しなければ当日の調整の変更は難しいと言

われたということです。そのときの臨機応変なやは

り事業ですので、30センチ上げるか40センチ上げる

かというのはやはりその当日に決めさせていただき

たいにもかかわらず、当日の変更調整は難しいと言

われたり、行事の最中に５階調整室の作業スペース

で担当者が大きな声で話していて会場まで聞こえて

いる状態だったのに、そのことを注意しても関係な

いことと否定されたということ、また火まつりの際

の総合体育館も開放されている部分がございますが、

少し体を休めたいとロビーにいつも置いてあります

いすに座りたいということで、そのいすを求めて立

ち寄ったところ、そこに通常のいすはなく、ないこ

とを総合体育館の中の担当者に問いますと、きょう

はいすは貸し出していませんと言われたということ

でございます。公共の場を利用したいと思っている

市民の気持ちからは、とても理解しがたい言葉が返

ってきていると私も聞き受けました。その中で利用

者側と管理者側と立場が変われば、それはいろいろ
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な見解があるかもしれませんが、ちょっとした受け

答えや言い回しによって表現が市民に不快感を与え

ている場面もあるように思われます。どの公共施設

も市民にとってはよりどころとしています大切な場

所でございます。共有できる問題は、利用者側とも

協力し、協力し合える体制づくりを整えていただき

たいことと、クレーム対応に対しても積極的に対応

していくなど、公共施設の場から今後の行政サービ

スの向上を図る上で本当に大切なヒントが多く隠さ

れていることと私は感じております。そのような意

識を管理者同士で強化いただきたく思っております

が、その辺につきましてのお考えはいかがでしょう

か。 
 以上で第１回目の質問を終わります。 
〇議長（獅畑輝明君） 町田総務課長。 
〇総務課長（町田秀一君） 大綱１、職員の労働災

害、交通災害に関する危機意識の問題について申し

上げます。 
 公務災害の状況でございますが、本年度の公務災

害の発生状況は草刈り中の事故が１件、児童館の業

務中の事故が２件、さらに給食センターコンテナ積

み作業中の事故１件の計４件が発生してございます。

議員よりお話のありましたヒヤリハットにつきまし

ては、医療や介護の場面でも活用されると聞きます。

ヒヤリハットの体験や軽少事故の報告を職員で共有

することにより、危機意識を醸成し、事故の再発防

止、未然防止に期待ができますことから、今後庁内

ＬＡＮ、グループウエアを利用するなどして工夫し

ていきたいと考えております。 
 また、交通災害につきましては、安全運転管理者

を教育委員会、消防、市立赤平総合病院、そして市

役所にそれぞれ１人ずつ専任し、毎年講習を受け、

自動車の安全な運転に必要な業務を行っているとこ

ろでございますが、今後安全運転管理体制の再確認

とともに、現在行っております各期の交通安全運動

にあわせた小旗による啓発や交通法規の遵守はもち

ろん、職員同士、出発する車に一声かけて送り出す

など積極的な交通安全意識の強化を図り、交通安全

の推進につなげてまいりたいと考えてございます。

以上、ご理解賜りますようお願い申し上げます。 
 続きまして、大綱２、庁舎内の有効利用について、

①、ファイリングシステムの導入について申し上げ

ます。現在当市の文書管理につきましては、コンピ

ューターシステムによる導入は多額な費用がかかり

ますことから困難でありまして、文書などの所在な

どを記載いたしました行政文書目録兼保存文書カー

ドを紙媒体として出力し、台帳化して管理し、保存

文書は分類し、年度別、保存期間別にして書庫など

に保存してございますが、住民基本台帳や図面など

一部電子化してきているものもございます。また、

職員間の情報の共有方法としてグループウエアによ

る掲示板やメールなどを使った職員間の情報交換、

ファイルサーバーによるデータファイルの共有がで

きるようにもなってございます。しかし、保存文書

の私物化はもちろんあってはいけませんし、個人情

報の保護を前提にだれでも情報を活用することがで

きるよう工夫してまいりたいと考えますし、文書が

電子化されても保存文書や保存したフォルダの数が

多くなり過ぎて保存した場所がわからなくならない

よう、電子データの管理方法についてルール化して

いかなければならないとも考えてございます。今後

他市町村のファイリングシステムを参考にいたしな

がら、当市の実情に合いましたファイリングシステ

ムについて調査研究してまいりたいと考えておりま

す。よろしくご理解賜りますようお願い申し上げま

す。 
 次に、空きスペースの活用と工夫について申し上

げたいと思います。庁舎におきましては、勤労青少

年ホームが休止となりましたことから、消費者協会

を庁舎地下１階に、健康管理係や地域包括支援セン

ターはふれあいホールで業務を行っておりましたが、

介護保険事務などとの関連事務がスムーズに連携が

でき、来庁されるお客様が１カ所で用事を済ませる

ことができるよう本庁舎１階に再配置し、工夫させ

ていただいてきているところでもございます。また、

隣接のコミュニティセンターにつきましては、国政
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選挙などの選挙事務のときは選挙事務が優先されま

すので、難しいですが、市内企業などご要望に応じ

お貸ししているほか、これまで冬期間の間は休日は

暖房が入りませんでしたので、ご不便をおかけして

おりましたが、昨年のボイラー工事によりましてコ

ミュニティセンターの暖房設備は庁舎と切り離し、

ＦＦストーブで対応できるようになりましたことか

ら、より一層の活用が望まれ、支障のない限りご要

望におこたえできるよう努めてまいりたいと考えて

いるところでございまして、また他のスペースにつ

きましても効率的な利用ができるよう努めてまいり

たいと考えているところでございます。 
 以上、ご理解賜りますようよろしくお願いいたし

ます。 
〇議長（獅畑輝明君） 相原教育課長。 
〇教育課長（相原弘幸君） 大綱３、教育行政につ

いて、①、歴史文化遺産の保存継承活動と将来構想

についてお答え申し上げます。 
 郷土赤平の文化遺産の保存継承については、貴重

な遺産などがありますので、教育委員会として大変

重要な課題であると認識しております。しかし、市

の財政健全化の方策として文化、体育施設などの社

会教育施設が休廃止された状況もありますので、そ

れらの施設を初めとした社会教育行政の再構築と関

連した中でとらえるべきものと思っております。い

ずれにしても、予算、場所、人的条件などが伴うこ

ととなりますので、将来的な課題ではありますけれ

ども、重要な課題であるとの認識の中で現状を見詰

めながらも将来条件がそろった場合にどれだけ取り

組むことができるか慎重に探っていきたいと考えて

おります。また、炭鉱の産業遺産の保存については、

教育委員会のみならず全市民的な課題でありますの

で、市長部局ともよく協議して進めてまいりたいと

考えておりますので、ご理解賜りますようお願い申

し上げます。 
 続きまして、②、市民が利用しやすい公共施設の

あり方について申し上げます。市民が利用しやすい

公共施設のあり方については、教育委員会所管の施

設について使用の規則にのっとっておりますけれど

も、のっとりながらも利用者の立場に立った運営を

心がけるよう指導しているところです。職員の対応

については、接遇研修などは行ってはおりませんけ

れども、苦情などがあった際にはその都度全職員で

確認を行ってサービスの向上に努めております。ま

た、利用の際のルールについては、さまざまなご意

見がございますけれども、市民の財産である公共施

設を良好な状態で末永く運営するためのお願い事で

もあり、これまでも利用者の方々に対してご理解や

ご協力をいただいているところであります。今後も

利用者の要望を聞きながら可能な限り柔軟な対応を

心がけてまいりたいと思いますので、引き続きご理

解とご指導を賜りますことをよろしくお願いいたし

ます。 
 以上です。 
〇議長（獅畑輝明君） 植村真美さん。 
〇８番（植村真美君） 〔登壇〕 今のご答弁聞か

せていただきました。その中でなのですけれども、

自分の意見も含めまして再度質問をさせていただき

たいと思うのですけれども、大綱１の部分におきま

して、ヒヤリハットの体験や軽少事故の報告を職員

間で共有するということがありましたけれども、今

もいろいろとそういった活動をされて強化している

部分も、安全運転管理の体制の強化をされていると

いうことの流れもあるのですけれども、今後グルー

プウエアを利用するなどして工夫していきたいとい

うふうなご答弁をいただきました。その中でグルー

プウエアに関しましても、それはコンピューターで

利用する部分がありまして、それはしっかりとまず

コンピューターを見るといった確認作業が必要にな

ってきます。それで、その場合に職員は、どれだけ

の方が毎朝グループウエアをチェックしているのか、

その習慣性があるのか、それとあと現場の作業をし

ている人は多分見れる状態にない人も中にはいるは

ずなのです。例えばグループウエアを利用すること

ができるということは、大抵はデスクワークをされ

ている方がやっぱりメーンだと思うのです。それで、
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交通災害や労働災害につながる部分の場所に関して

の方は、多分余り強化ができるような状態ではない

ような、グループウエアを見る環境ではないように

感じ受けることもできまして、やはりコミュニケー

ションをとるのはコンピューターではないというか、

やっぱり人間対人間の表情の中で確認することが大

きいものと思われまして、例えば先ほど来言わせて

いただいていますが、各課とか係、朝礼で報連相、

報告、連絡、相談といったことの場所を設けるなど

といったことで一日のサイクルをみんなで共有し合

う場所ということがコミュニケーションを図る上で

はやはり一番大切になってくるというふうに思って

いるのですが、それがコンピューターでいろいろな

ことで利用するということも含めまして、その対人

間同士の確認し合う場所というのが大変必要になっ

てくるかと思うのです。それで、どうして私がこの

たびこのような質問をさせていただいているかとい

うふうに至っているのは、このたび給食センターで

のトラブルがあった際に、やっぱり地域の方たちか

ら給食が通常どおりされていなかったということの

ご指示がありまして、私もちょっと給食センターに

関係する部分も一部ありますので、そうだったのと

いうことで、その情報が、それでその周りの職員の

方たちに聞いても、えっ、そんなことがあったのと

いうような形のとらえ方だったものですから、ちょ

っとそれは、ただ一部分だけしか今とっていません

けれども、そういった情報の共有の仕方だとちょっ

とやっぱりこれから困ることがあるのではないかな

というふうに感じていまして、困るというか、そう

いうことだと、やっぱり私が聞かれているぐらいで

すから、皆さんも聞かれている部分があると思うの

ですけれども、その部分に正直な回答ができなくて、

あっ、そんなことがあったのだというような形だと、

多分市の行政の皆さんの責任的なものの中ではちょ

っといかがなものかなというふうにやっぱり感じる

部分もございましたので、今回の質問に至っている

わけなのですけれども、その辺の具体的なコミュニ

ケーションを図る方法をやはり考えていただきたい

というふうに私強く願う部分がございまして、お願

いしたいというふうに再度強く意見をさせていただ

きたいと思います。 
 続きまして、ファイリングシステムのことにつき

ましては、実は当会派からは何度かこのファイリン

グシステムのことについては質問させていただいて

います。それで、実はコンピューターのシステムを

入れると大変多額なお金がかかるのですけれども、

そうではないやり方とかもございますので、ぜひ当

市に見合ったことを見つけていただきまして、期間

もしっかりと決めて、そして視察に行くこともやは

り計画的にしていただいた中で、ぜひ実現化を目指

して頑張っていただきたいというふうに思っており

ます。 
 この大綱１、大綱２につきましては、私の強い要

望を再度言わせていただきまして、意見でございま

す。 
 続きまして、教育行政についてなのですけれども、

ここで考えを一部再度確認させていただきたいこと

がございますが、財政難で大変施設も集約化されて

ということはわかります。それで、その部分で実際

に先ほども将来的な課題であり、重大な課題であり、

慎重に探っていきたいというご答弁もございました。

それがどこまで重要な課題と認識されているのかな

というふうなことがちょっと私の中では疑問に思う

部分がこれまで何回か活動させていただいている中

でありましたので、そのことを述べさせていただき

まして、全体のまたご答弁をいただきたいと思うの

ですけれども、第５次総合計画の中におきましても

教育の部分におきましては市民の主体的学習機会の

推進と心通う芸術、歴史、文化の育成ということで、

その中にはしっかりとそのような思いが同じことが

掲げられているのです。私もこれを見させていただ

いて、そういうお気持ちは同じなのだなというのは

踏まえた上でなのですけれども、この間総務文教常

任委員会の中で報告もありましたけれども、旧住吉

小学校が冬、雪によって屋根が崩れて古い農機具の

展示物を移転しなければいけないというお話を多分
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住吉地区の部分からは春先に来ていたということな

のですけれども、地元の方たちのお話によりますと、

話し合いも少なく、旧パラプレーンの施設に移動が

決まったのも夏の後半ということで、その辺の話し

合いをもう少し深くしながら対応を早急にできるこ

とができなかったのかなという私の疑問と、あと移

動する際にこの間は費用は発生しないという報告で

もありましたけれども、私現地を見に行ったのです

けれども、入り口部分の玄関の部分が階段になって

いるのですけれども、その階段のタイルがぼろぼろ

で、ちょっと足を入れるとがくんと転んでしまうよ

うなタイルのぼろぼろさなのですけれども、住吉地

区も高齢の人たちがあれを管理していますので、そ

れを移動する際とか、出入り口のあのぼろぼろかげ

んは足を滑らせてけがでもしてしまうのではないか

というのが明確にわかるような部分がございます。

そしてまた、教育委員会で所有する自走枠工場の建

物なのですけれども、あの中には炭鉱遺産が入って

いて今いろいろと活動もしている、ガイドもしてい

たりするのですが、屋根のすぐ下に波打っているプ

ラスチック製の壁が補強されているのですけれども、

そこにもうすごい穴があいているのです。それで、

そこからも光がたくさん漏れて、雨も雪も入ってき

て衛生面も管理面もどう行き届いているのか大変深

く考えさせられる場面もあるのですが、外部から来

る見学者もたくさんある場所ですので、そのような

様子を見ていると、どのように感じられるのかなと

いうふうに思うのです。赤平のそういった歴史文化

遺産を行政としてどこまで、どういうふうな立場で

管理されているのかなというのをふと思うことだな

というのは感じられる方もいらっしゃったようなの

で、それでまたその情報も、遺産というものは人に

見られて輝くという部分がありまして、そのように

人の目に当てるようにという工夫ということもやは

りそういった将来的に課題のあるものでしたら考え

ていただきたいなと思うのですが、ホームページ上

でも発信が薄い、それは元赤平市民の活動家で今炭

鉱ナビということでされているところの情報発信の

ホームページであるとか、あとは空知振興局でのホ

ームページの中に掲げられているものであるとかと

いうのはリンクできるのですけれども、どうも赤平

市のホームページの中では赤平の文化とか教育の中

では赤平市史の販売をとか、どうしてもそういった

情報発信もちょっと薄いなというふうに感じていま

して、当市からの。だから、それが余り見られよう

としていないのか、またそれをまだそういう施設の

状態ではないからということなのか、その辺の意識

も大変お考えをお聞きしたいところなのですけれど

も、民間団体がただやっているからというか、何も

要望がないからということでそういったところに余

り目を向けようとしないのか、重要な課題であるこ

とを意識していながらどうして、そういった活動を

している人たちが、一生懸命している方たちがいる

わけですから、そんなことにさらに手を差し伸べて

もう少し意見交換をし合うというか、語り合うとい

うようなことを一緒につくり上げていくようなこと

が、もっと何かしていただける部分はないのかなと

いうこともちょっと日々感じるものですから、その

ような姿勢から赤平市の歴史文化遺産に対する将来

的な課題がある、重要な課題であるといったことが

どうも私の中ではしっくりきておりません。 
 それと、さらに炭鉱遺産という問題もちょっと今

回出させていただいたのですけれども、前の議会の

中でも私はこの炭鉱遺産については違う課の担当の

方にも質問をさせていただいた節もございます。そ

して、こういった大きな問題をだれがどういった場

面で考え始めるのかということが私たち市民の側か

らいたしますと、ちょっとクエスチョンマークがつ

くところなのですが、教育委員会としても行政とし

てのお立場で全体的な企画とかプロモート力みたい

なものを持っていただきたいというのが大変私の中

ではあります。それで、地元は高齢化になって残し

たいものは残したいけれども、残せない、でもこう

いった施設が赤平市にはあるよといったことで、そ

こに総合的に集めるような、集約できるようなとか

というようなことをもう先々先手を打って考えてい



- 83 - 
 

ただかなければ、本当にこの遺産がごみのままで終

わってしまうというふうに私の中では思っておりま

す。他の関係課長とも話し合いを進めていただいた

り、市民団体と協議を進めていただいたり、旧産炭

地基金の利用も含めまして今後全体での企画提案の

リードをすることを教育委員会にもやっていただき

たいというふうに思っております。そのようなこと

もあって教育委員会が将来的な重要な課題であると

とらえているのであれば、今後の対応の中ではどの

ようにそのことをされていくのかというのをもう少

しお聞きしたいところもございますが、何かご意見

がありましたら、ぜひ教えていただきたく思います。 
〇議長（獅畑輝明君） 渡邊教育長。 
〇教育長（渡邊敏雄君） ご質問にありましたよう

に、赤平には炭鉱遺産を初め貴重な遺産が残されて

いるということがありますし、それからそれぞれ財

政状況の中で郷土館を含めて、公民館を含めて社会

教育施設が休廃止というふうな状況の中で、そこの

中に埋もれているさまざまな資料もあります。さら

に、最近では住吉の今質問にありましたように資料

室の開基120周年の記念事業ということでスカイス

ポーツセンターのほうの１階の部分のみですけれど

も、そこに移設をするというふうなことで、総体的

に見て議員ご指摘のようにそういった遺産、貴重な

遺産、炭鉱遺産を初め開拓資料等も含めてあちこち

に点在をしているということは現実としてあります。

さらに、文化会館の閉館ということで、さらにまた

学校の統合に伴う閉校というふうなことで、その施

設についてもそのままになっているというふうな状

況も一方であります。総体的に見て、学校統合なん

かにも象徴されますけれども、跡地をどのように活

用するのかということが１つの学校だけでなくて、

今財政事情によって文化会館、公民館等の跡地も含

めて跡地をどのように活用していくのかということ

がまず１つ大きな課題だというふうに受けとめてい

ます。さらにあわせて、その跡地の活用とあわせて、

将来的には今議員ご指摘のように炭鉱遺産を初めと

した貴重な文化遺産をどのように市として保存して

いくのか、その施設をどうするのかというふうなこ

とも将来的には大きな課題だというふうに教育委員

会としては認識をしています。したがって、現在ご

存じのように財政状況がこういうふうな状況の中で、

なかなかその資金的な部分で例えば跡地の活用等に

しても非常に困難性をきわめるというふうな状況に

ありますが、しかし一方では議員ご指摘のようにそ

ういう貴重な遺産等についてどのように集約し、保

存し、活用していくのかということも重要な中身だ

というふうに認識しています。あわせて、民間団体

等との協議もしながら、前向きに検討すべきでない

かというご指摘についても十分に理解するところで

あります。事情は、そういう事情を抱えていますが、

教育委員会としては前向きに貴重な遺産、文化遺産、

炭鉱遺産等々も含めて活用、保存、どのようにして

いくのかということについては前向きに検討をして

いきたいというふうに考えていますので、ご理解を

お願いをしたいというふうに思います。 
〇議長（獅畑輝明君） 植村真美さん。 
〇８番（植村真美君） 〔登壇〕 ご答弁聞かせて

いただきました。今もありましたように、ぜひその

将来的な文化遺産をこの赤平市でどういうふうに守

っていくか、それをだれがどういうような形で指導

と役割を持っていくかということは、皆さんで一緒

にやる気を出してやっていかなければ動き出さない

部分だとも思いますし、あと費用の面に関しまして

も私のイメージ、視点から物事を言わせていただく

ばかりでは大変失礼なところもあるかもしれません

が、最初から立派なそういった資料館をつくり上げ

るという部分はもうやっぱり難しいという部分があ

ると思いますので、何か利用した部分で、やはりそ

れも赤平に合った形の残し方というのもあると思い

ますので、ぜひそういった市民団体等含めまして、

あと費用の部分もいろいろな補助金だったり、助成

金などもいろいろと皆さんで考えた上で、そういっ

たものを使いながら一丸となって総合的に守ってい

く方法でぜひ動き出していっていただきたいという

ふうに思っておりますので、よろしくお願いいたし
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ます。 
 以上で私の質問を終わらせていただきます。 
〇議長（獅畑輝明君） 質問順序５、１、集中豪雨

被害について、２、高齢者等の所在不明問題につい

て、３、介護サービス問題について、４、住民の貧

困問題について、５、教育問題について、議席番号

４番、宍戸忠君。 
〇４番（宍戸忠君） 〔登壇〕 一般質問を行いま

すので、よろしくお願いいたします。 
 大綱１、集中豪雨被害について、当市の豪雨被害

状況及び対策について。これについては、重複する

ことがあると思いますが、簡潔にお願いしたいと思

います。８月24日未明、全市的な豪雨、113ミリと

いうゲリラ集中豪雨、この被害が一定の沢などの地

域に集中的に被害を及ぼしました。私は、３時30分、

電話による助けてくれとの電話で走った後藤の沢、

この沢は融雪期には毎年問題のあることで支援や要

望のある場所で、特にこのたびは過去最大の被害状

況だったのではないかと思います。深夜からの関係

者の努力によって当面の対応措置したものの、関係

被害者はおろおろするばかり、病院に行くため車庫

前50センチほどの流出した区分の泥水を吐き出し、

流水対策をしないでくみ続ける様子に、先ほど担当

職員が引き揚げる状況の中で、頼んだのか、頼んで

いない、直ちに土木担当者に支援を依頼したことで

ありましたが、長田の沢、三戸の沢なども視察して

まいりました。当市の河川管理保全状況がどのよう

に把握されてきたのか、以前は構造的な路肩の侵食

に対する危険度の目印を棒ぐいに赤ひも、今回はパ

イロンなどで標示し、地域住民の安全、安心に対応

したものですが、当面の対策と恒久的な安全道路建

設計画で進めることが必要ではないか、お伺いをい

たします。 
 大綱２、高齢者等の所在不明問題について、①、

高齢者等の所在不明者の要因について。私の資料で

は、日本福祉大学、石川満さんは、１つ目に自治体

が高齢者の実態把握ができない問題、２つ目に死亡

届を出さないとか、年金の不正受給の問題、そして

３つ目に認知症が疑われる人が家族や地域の認知症

への認識が不十分な中、家を出てどこかで亡くなっ

ている可能性と言います。高齢者の福祉について重

要な法律である老人福祉法は、市町村は老人の福祉

に関し必要な情報の掌握に努めると実態掌握の責務

を明記し、この条文は今でも生きています。1970年

代法整備が進む中、旧厚生省は福祉事務所運営の指

針で各福祉事務所がひとり暮らし高齢者に援助が必

要なすべての高齢者の生活実態を把握し、個別援助

台帳などをつくるなど詳細に示しました。90年代ま

でに福祉事務所職員は高齢者宅を訪問し、健康状態

や暮らしぶりなどを記し、個別台帳を作成、行政が

直営で福祉サービスをし、職員が必要な場合立入調

査をする権限を持っていました。しかし、2000年か

らの介護保険制度の導入で自治体の多くは福祉サー

ビスを民間事業など外部に任せてしまいました。総

務省の地方団体定員管理調査結果から、09年の都道

府県、市町村等職員数はこの間行政のリストラなど

によって介護保険実施時期の転換点であったのです。

10年間で都道府県と市町村の福祉関係職員が９万8,

000人減員されるなど、これでは高齢者の実態把握

などできるはずがないと言います。石川教授は、前

政権の連続的構造改革路線によって福祉の公共性、

地方自治体も国民の心も破壊されてきたものの結果

ではないかと言います。今日当市の最高齢者５人な

ど調査して存在が判明したということですが、すべ

て面接調査をして判明したと言いますけれども、多

少の対話ができたのか、法的には申請主義に基づき

異動の申請あるもののみによって把握してきたので

はないか。全国で事例があるように、申請がないか、

また申請ができない状態など、また家族の証言のみ

の場合の対応はどのように行われてきたのか。ひと

り暮らしでつき合いがない場合どうするのか。地域

などに任せっきりになっていないか。しかし、地域

は責任がないものではないか。やはり自治体担当の

所管と民生委員などによって掌握することが基本で

はないかと思います。町内会や老人クラブでは、地

域の中に足を運び、該当者の確認や敬老会年齢調査、



- 85 - 
 

補助金申請など、実質的個人情報を把握し、市の担

当者に確認事務作業がなされているものではないか

と思います。特に所在確認のために、今回のように

改めて調査するということは自治行政の以前の問題

ではないかと思います。町内会や老人クラブなどと

密接な連携強化と財政的支援などを強化してこそ、

必要な高齢者動態把握が明確になるのではないかと

思います。申請主義の限界によっていつ起こっても

不思議ではないこの種事件の発生は、まさに他人事

ではありません。これは、当市の対応措置はどのよ

うにされてきたのか。また、介護、福祉、医療など

連携を密にすることや本人面接確認を基本とする高

齢者の住民確認の日常的体制と現状の住民登録確認

事務などでは、直接面接など職員の足で調査する特

別の担当による人員の配置を財源ともに検討するこ

とが必要でないかと思います。 
 また、今後の対策について国の金利政策に追従し

ない見守り事業の拡充、不明者ゼロの安心、安全な

まちづくりのために民生委員や町内会、老人クラブ

などの協力と地域の町内会、老人クラブなどのきず

なをつくる見守り隊などの活動に行政的支援が必要

でないか、今後の対策はどのように考えているのか

お伺いします。 
 また、指示や調査を求めてくる国や道に対して財

政措置を求める必要があるのではないか、以上につ

いてお考えをお伺いします。 
 また、所在不明になっている一般市民の所在確認

について、現在事故によるなど所在不明者が存在し

ていないか、またこの場合７年で時効となるなど聞

いておりますが、例えば生活保護費はいつまで生存

していたかなど支払う先が不明朗なまま生死が判明

した場合どうするのか、あとこの場合の障害年金者

などは自動振り込みとなっているのではないかと思

います。管理の実態が掌握されているのか、この問

題で厚生労働省などに問い合わせをしたことがある

のか、どのような回答があったのか、当市は関係な

い部分であるかもしれない、しかし文京町Ｏさん、

茂尻Ｆさんなど不明者と聞いているが、現在の掌握

状況をお伺いいたします。 
 大綱３、介護サービス問題について、介護サービ

スの制限問題について。介護保険法10年、制限だら

けの訪問介護、介護保険の意味がないと言われてい

ます。介護保険法の理念、目的に照らして必要なサ

ービスをケアプラン化する適切なケアマネジメント

とケアマネジャーの専門性は、厚生労働省の通知、

平成12年３月１日付老企第36号には、居宅サービス

計画に生活援助中心型の訪問介護を位置づける場合

には居宅サービス計画書に生活援助中心型の算定理

由その他やむを得ない事情の内容について記載する

とともに、生活全般の解決すべき課題に対応して、

その解決に必要であって適切なサービスの内容とそ

の方針を明確に記載する必要があるとあります。簡

単に言うと、経費的に生活援助の可否を判断しない

こと、利用者と家族の状況を把握し、課題と必要性

の根拠を明らかにしてサービスを導入する必要があ

るということであります。この一連の作業が適切な

ケアマネジメントというものではないかと、介護保

険マネジャーは介護サービスを申請しない人まで訪

問することはないといいます。地域包括センターも

介護予防業務等に追われ、地域の実態把握ができて

いないのが現状で、市町村以外には立入調査や戸籍

調査の権限はないといいます。介護保険のホームヘ

ルプサービスとは、利用者の立場で読み解く法令、

通知、住民負担を抑えることに全力を尽くし、必要

な利用料などの改定は住民の理解、協力によって前

に進む、これに力を尽くすことが大事ではないかと

思います。当市は、高齢者が38％を超えようとして

います。高齢者増による介護サービス増によって、

車いすで買い物介助、散歩介助、これは規定がない

もので、散歩介助は自立支援サービスの一環ではな

いか、通院介助と帰りの買い物介助は禁止だと、こ

う言われています。愛犬の散歩はだめ、自立支援の

介護保険法のどこに規定があるのか、犬の散歩もあ

り得る、これは舛添前厚生労働大臣の答弁です。同

居家族がいることだけを理由にサービス制限はでき

ない。内容によることなど、これはどこに規定があ
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るのか。自治体によって違いがあるのではないか。

これらの希望者がある場合、利用ができるのかどう

か。通院、院内介助と買い物介助、同区内に家族が

いることでホームヘルパー派遣は無理ということは

ないか。受療権を守る重要な役割を担う通院介助拒

否や自費サービスはないか。院内での見守り的援助

も身体介助の一環ではないか。国の介護保険法は、

国が国庫支出制限して自治体と住民に負担を進める

住民負担増進法ともいう悪法です。必要な財源は、

国がしっかりと責任を持つことが基本ではないかと

思います。保険あって介護なし、これが今でもずっ

と続いているのではないか。介護保険法の理念に基

づき安全、安心の介護サービスに徹することが必要

ではないか、お考えをお伺いいたします。 
 大綱４、住民の貧困問題について、当市の貧困生

活の状況について。憲法第25条、すべての国民は健

康で文化的最低限度の生活を保障する、これに到底

及ばない事態が当市でも続いているのではないか。

全国で10年間連続３万人を超す自殺、このうち約４

割が経済困難の生活苦によると言われています。全

国とともに当市の住民の暮らす状況は、ますます貧

困格差拡大しているのではないか。私の調べでは、

仕事についたが、店に客の予約がないので、帰って

いい、あすも暇だから休み、出勤しないでいい、翌

日もきょうは休んでと電話あるといいます。また、

１年前に会社契約切れ、１年間仕事探しの毎日、両

親と死別、何でも仕事をしたいけれども、前会社で

の重労働で肩の軟骨毀損、手が挙がらず、病院通院

約１回１万円、３カ月か６カ月ぐらいでドクターは

完治見込みといいます。日々の生活は、友人に借り

ているが、限界、合計数十万円になっております。

働いて返す見込み、軽自動車を持っているが、仕事

がない、就業内定に限り車所有できるということの

ようですが、体の治療、完治なしで仕事内定は不可

能、完治するまで待っている会社や事業所があるの

かと語る44歳男性、独身、この方は妹１人、知的障

害者。また、元トラック運転手、当市の公の労働契

約６カ月目で契約解除、解雇、通勤など自動車を持

っていないためどこでも不採用、家賃３万5,000円

滞納状況、両親死別、兄弟なし、友人に借金生活の

上、生活相談窓口で数回断られ、応対悪いと激怒、

もういつ死んでもいいと語っています。61歳、離婚、

男子。また、元札幌電気工事会社が倒産して解雇、

自営電気工事店経営破綻、離婚、当市の親に同居、

毎日通院中の母１人、月年金７万円、仕事を探した

が、ない、命をなくす結果になった52歳。元会社社

員、家を新築したが、会社都合により解雇になった、

金融機関に没収、離婚、命なくす結果になった。特

に22年度になってもさらに貧困格差拡大をしていな

いか。８月30日、昭和町で60歳代のひとり暮らしの

方が、毎日１回商店から弁当を届けていたが、孤独

死していたといいます。また、昨年１月ごろ、豊丘

の公営住宅、ひとり暮らし、死亡３日目に発見とい

う、以前シルバーハイツのＴさんなど３日目に知人

に発見などがあります。暮らし困難は、命なくすこ

とになるのではないか。地方自治法第１条の２、地

方自治体の基本の仕事は福祉とあるのは、福祉が基

本の仕事ということではないか。行政は、地域や民

間に福祉を丸投げして実際は放棄していることにな

るのではないか。また、暮らしの相談では、水際作

戦を行っていないと前回お答えをいただきました。

しかし、よく話を聞く、申請可否の理由を納得させ

るなど、実際は自立の道へのアドバイスが全くない

のではないか。また、生活困難状況を訴えても無理

だとの一点でまさに水際作戦が続いているのではな

いか。本人は、それなら市役所の屋上から飛びおり

て死ぬと言ったら、申請受理したことはないのか。

その後病気があったと聞いています。55歳、独身、

男子。会社倒産、失業、生活破壊、疾病など相談が

ふえていないか。議員が紹介なんて関係ないという、

しかしこれは勘違いしていないかと思います。ケー

スワーカーは、住民の生活困難の状況をよく聞く、

議員は市民の願いを届けるなど、それぞれ使命があ

るのではないかと思います。行政、福祉担当者はま

さに命の駆け込み寺、私もその役割の一端を担って

いると思います。どんな理由であれ、納得できる説
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明で理解することに全力を挙げることが責務ではな

いのか。86歳、婦人に対して相談に行くことを紹介

した男性、どんな関係だと問われ、激怒した事件が

ありました。担当は、そんなこと言っていない、本

人に証明させるよと言うと、言ったかもしれないと

言います。このような認識では、市民の命を守れな

いのではないか。また、当市の臨時職員がまさにワ

ーキングプアのままであってはならないものであり、

公務員として身分保障、生活保障の確実な対応に全

力を尽くすことではないか。このままでは将来とも

に生活破壊、命を左右する事態を免れないものでは

ないか。９月の２日のＮＨＫテレビ報道、平成21年

度道内の自殺者1,432人、前年と比べてマイナス109

人、東京、大阪などに次いで北海道は第６位。道、

医師会、ＮＰＯなど９月の10日から１週間自殺予防

週間として電話対応するということですが、当市の

道への案内なども含む受け付け対応はできないか。

今後ますます厳しくなる生活苦、福祉に相談できな

いで自死を選ぶ前に直ちに来て相談をの行政の体制

が必要ではないか、ご見解をお伺いいたします。 
 大綱５、教育問題について、①、学級定数問題と

教職員の増員について。８月22日報道では、文科省

定数計画は教職員８年で６万人、小中学校30から35

人学級対応と来年度から約２万人純増し、編制標準、

段階的にこれを引き下げ、少人数化を図るとしてい

ます。2014年度からの５年間、障害のある児童生徒

への特別支援教育の充実など、別枠で４万人純増、

合計６万人、近く正式発表するというもの、しかし

財源では屈折の状況もあるとのこと。日本共産党は、

30人学級を提言していますが、この10年間を見ると、

教職員増員必要を認めていながら実行しない状況に

あるのではないか。滝川のいじめ自殺問題などは、

どこで発生してもおかしくないと以前渡邊敏雄教育

長答弁があります。現在も学校運営の困難と荒廃が

続くのではないか。また、教職員の事務量の増大な

どで深夜まで仕事を続けることはなかったか。ある

警備員談、深夜まで仕事をしているという話を聞き

ました。児童生徒の生活指導や業務繁忙などによる

心身障害や疾病治療している教職がいないか。また、

長期休職教員はいないか。私がＰＴＡ活動にかかわ

っていた十数年前にも、心も体も傷めて教育から離

れ、間もなく命をなくした教員がおりました。９月

３日、テレビ報道、教員３人に１人がうつ病状態と

聞き、ショックを受けました。現在は、ますます保

護者の家庭などによる学校運営の困難が続き、この

ままでは教育水準がますます低下し、危惧を感じま

す。教師問題、コミュニケーション協会の専門家は、

保護者、子供たち、先生とのコミュニケーション、

これが大事だと提言しています。子供の地域と社会

問題、核家族の中、子供を育てる環境を社会全体で

協働して取り組むことだとしています。また、休職

者の多くは、ベテラン教師だといいます。父母とと

もに行き届いた教育行政をいかに構築するか、問わ

れているのではないかと思います。ＰＴＡや地域と

の協働の上に立って教育の向上を総合的に支援する

ことが必要でないか、お考えをお伺いします。 
 また、臨時教諭採用、これについても９月８日の

新聞報道でも教育資質で日本は最下位という、これ

は自民党政権時代のデータによるものですけれども、

民主党政権の高校無償化などで前進したのですが、

他国も前進しています。やはり最下位、低迷してい

ます。滝川で２年前から35人学級、教員採用３人1,

500万円、単独で予算化していると聞きます。国の

改革計画は、30人から35人学級を目指すといいなが

ら財源がブレーキだとしています。当市では、百年

河清を待つまでもなく、学校教育の実態から一人一

人に行き届いた教育の向上を目指すことで教員の新

採用を検討する考えはないか。国や道に対して教育

の実態を示した上、財政支援を求めること。当市の

まちづくりの将来に希望が持てる教育行政構築が必

要ではないか、ご見解をお伺いして、第１回目の質

問といたします。 
〇議長（獅畑輝明君） 熊谷建設課長。 
〇建設課長（熊谷敦君） 大綱１、集中豪雨被害に

ついて、①、当市の豪雨被害状況及び対策について

お答えさせていただきます。 
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 ８月23日から24日未明にかけて短時間に多くの雨

が降り、後藤の沢、長田の沢、三戸の沢など水が集

まる小規模河川では急な増水となり、多くの被害が

発生しました。今回の集中豪雨につきましては、小

規模河川を中心に被災箇所が全市的に及んでおり、

被災箇所の把握及び応急措置など対応してきたとこ

ろでありますが、河川増水時での復旧作業は二次災

害を引き起こしかねないため、被災箇所に住民が近

づかないようバリケードなどで安全確保を図ったと

ころであります。今後の対策といたしましては、整

備に対する補助メニューや財政上の問題から河川改

修等による整備は難しい状況にはありますが、異常

気象等による豪雨被害を最小限に抑えるため、河川

パトロールの強化や被災した各河川については早急

に布団かご等による復旧を行ってまいります。特に

被害の大きかった吉野川につきましては、砂防指定

地に指定されていることもあり、土砂の流出が多く、

何年かに１度という計画を立て、河床のしゅんせつ

なども検討してまいります。また、災害発生時の現

場では、短い時間ではありますが、緊急を要する事

案がないかなど声をかけることも心がけ、地域の

方々が少しでも安心できるよう努力してまいります

ので、ご理解いただきたくお願い申し上げます。 
〇議長（獅畑輝明君） 斉藤介護健康推進課長。 
〇介護健康推進課長（斉藤幸英君） 大綱２、高齢

者等の所在不明問題について、①、高齢者等の所在

不明者の要因についてお答えいたします。 
 全国各地で所在不明の高齢者や亡くなってからか

なりの年数がたってから確認されるなど、大きな問

題となっています。市内におきましては、100歳以

上の方が５人、今年度中に100歳になられる方が３

人いますが、先般厚生労働省から面接による実態調

査の要請があり、その方々の所在確認を再度行った

ところであり、医療機関及び施設入所中の方で病気

療養等で直接会話のできない方もいましたが、職員

が訪問し、本人と面談を行い、すべての所在を確認

したところであります。高齢者につきましては、10

0歳以下の方々につきましても把握していく必要が

ありますことから、現在調査方法などを検討してい

るところであり、市の各部署が持っている情報と必

要に応じては訪問調査を行い、また地域に密着した

活動を行っている民生委員児童委員の方々の協力と

町内会や老人クラブからの情報を得ながら確実な実

態把握を行っていきたいと考えております。 
 なお、調査の実施に当たりましては、実態調査を

行うなどの場合には人材の配置も必要と考えますが、

国や道から調査に対する補助などが示されていない

ことから、各部署との連携を図り、その中で対応し

ていきたいと考えています。 
 独居高齢者もしくは高齢者のみ世帯については、

見守りや災害時の支援対象にするなどにより、所在

確認を進めていましたが、今回各地で発生している

高齢者の所在不明問題では、家族と同居していたと

見られる高齢者が実際には既に亡くなっていた、あ

るいはかなり以前に家を出て所在不明となっている

などで、同居していた家族が高齢者に支給されてい

た年金を生活費に充てていたなどの貧困からくる問

題や家族間や近隣住民とのつながりが希薄になって

いることも高齢者所在不明の要因になっていること

から、同居者がいても見守り等の対象にすることも

必要と考えております。 
 所在不明者への生活保護費の支給につきましては、

所在不明の事実が確認できた時点から支給停止の措

置をとっております。市の各部署におきましては、

市民の所在の状況すべてを把握することは困難であ

り、所在不明者がいるかどうかは生活保護受給者な

ど市がかかわりを持っている方々以外については的

確な把握ができていない状況にあります。 
 なお、ご質問にありました７年で時効との件につ

きましては、失踪宣告に関するご質問かと思います

が、家族などの利害関係人からの請求により、普通

失踪の場合は通常７年を経過した時点において裁判

所から失踪宣告を受けることにより死亡とみなされ、

戸籍を抹消されることになります。また、年金の支

給に関しましては、届け出がされるまで支給される

ことになりますが、障害年金につきましては毎年現
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況届と所得状況届の提出が必要とされることから、

ある程度の状況把握はできているとのことでありま

す。不明者２人につきましての具体的な情報の把握

はできていませんが、Ｏさん、Ｆさんにつきまして

は警察へ捜索願が出されており、引き続き捜索が行

われている状況にあり、いまだ発見には至っていな

いとのことであります。 
 続きまして、大綱３、介護サービス問題について、

①、介護サービスの制限問題についてお答えいたし

ます。介護認定を受けている要介護者に対し在宅介

護サービスの一つとして行われている介護福祉士や

ホームヘルパーなどの介護専門職による訪問介護で

は、介護サービスを提供できる範囲が介護保険法の

中で定められており、介護サービス提供事業所にあ

っては介護支援専門員、いわゆるケアマネジャーで

ございますが、利用者の身体の状況や要望に沿って

立てられたケアプランに基づき生活援助などの介護

サービスの提供に努めているところであります。こ

れは、自治体によってサービスに違いを設けるので

はなく、全国一律にひとしくサービスが受けられる

ようにすることではありますが、定められた範囲を

超えてのサービス提供分については事業所で介護保

険請求ができないことから、利用者が望むサービス

のすべてを満たしているものではない実態もあると

認識をしております。 
 ご質問にありました同居家族のいる方への介護サ

ービスにつきましては、家族の身体的状況や日中不

在など家族が介護できない事情を考慮した中でサー

ビスの提供をしていますし、通院介助につきまして

も要介護者の身体的状況や見守りを必要とするなど、

特別な事情がある場合に基づきましては院内におい

ても介助を行っているところであります。介護サー

ビスの適用範囲が広がることは、利用者にとっても

よいことではありますが、反面サービス提供に係る

自己負担の増加を招き、また事業者からの保険請求

も増加することから、市町村が運営する介護保険会

計が逼迫し、個々に負担をいただいております介護

保険料の負担増につながりかねないと考えておりま

す。しかし、利用者本位のよりよい介護サービスを

提供していくことが介護保険制度の本来あるべき姿

でありますので、国に対しましてはサービスの保険

適用範囲の拡大と利用者の自己負担額軽減と保険料

の上昇を抑え、介護保険会計の安定化を図っていく

ために国庫負担の増額を強く望むものであります。 
 以上です。 
〇議長（獅畑輝明君） 伊藤社会福祉課長。 
〇社会福祉課長（伊藤嘉悦君） 大綱４、住民の貧

困問題について、①、当市の貧困生活の状況につい

てお答えいたします。 
 生活困窮者に対しましては、セーフティーネット

として生活保護の制度があるわけですが、申請の際

には補足性の原理など生活保護制度の説明とともに

自立の方法がないか相談に乗っており、実際に申請

に至らず、自立された方も多くおります。また、申

請の受理に当たっては、生活保護法にのっとり適正

に受理審査を行っており、相談者の言動により申請

の受理、不受理を左右されることはありません。議

員ご指摘の市役所の屋上から飛びおりて死ぬと言わ

れて申請を受理したという事実は、ございませんで

した。生活保護相談件数につきましては、実人員で

平成20年度69件、平成21年度に64件の相談があり、

年度によりばらつきはありますが、ほぼ横ばい状態

であると思われます。 
 次に、ケースワーカーの対応についてですが、相

談者と直接面談を行うケースワーカーは相談者の生

活状態等を正確に把握し、相談者にとってどのよう

な方策がベストであるのかを親身になって相談に乗

ることが必要であり、不適切な発言等のないよう今

後も研修や指導を行ってまいります。 
 次に、当市の臨時職員がワーキングプアとなって

いないかというご質問でございますが、臨時職員の

賃金については最低賃金の改定などに伴いまして見

直し、改善を図っているところでございます。また、

９月10日から始まります自殺予防週間の対応ですが、

北海道や医師会が行います自殺予防の電話相談事業

については広報等により周知しているところであり
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ます。いずれにしましても、現在の厳しい経済状況

の中で今後ますます生活苦等による生活保護の申請

の増加も考えられることから、セーフティーネット

としての生活保護制度が適正かつ有効に利用される

よう地域の民生委員との連携を密にし、対応してま

いりたいと存じますので、ご理解賜りますようよろ

しくお願い申し上げます。 
〇議長（獅畑輝明君） 相原教育課長。 
〇教育課長（相原弘幸君） 大綱５、教育問題につ

いて、①、学級定数問題と教職員増員についてお答

えいたします。 
 文部科学省からの通知では、来年度小学校１、２

年生から35人学級を導入し、今後学年進行で実施す

る定数改善計画案が公表されました。これによって

36人から40人までの学級についての教員配置が緩和

され、少人数教育にも一歩前進し、目の届きやすい

教育に資することができるものと思いますが、学校

以外での子供を取り巻く環境は多岐にわたりますの

で、学校、家庭、地域が協力し合って子供を育てて

いく体制づくりは今後も変わらず重要と考えており

ます。 
 そこで、議員ご指摘の教職員の増員については、

市費単独での雇用は多額の予算が伴うことから難し

いものと思いますが、昨今はいろいろな問題を抱え

ている子供が多いことから、昨年、ことしにかけて

国の緊急雇用政策に伴う予算を利用して道教委とは

別に１名教員の雇用を行い、学校などの要望にこた

えているところであります。また、小学校において

は、学習指導とともに生活指導も重視されますので、

教員とは別に支援員として緊急雇用で２名、さらに

赤平市の単独費によっても１名の雇用を行っており

まして、教員の負担軽減と子供たちへの教育支援の

ために勤務をいただいているところであります。い

ずれにしましても、子供個々人の状況に合わせての

教育、指導が大切でありますので、支援員等の協力

も得て、また担任だけに任せることなく、教職員全

員が同じ意識のもとに一人一人の子供の教育にかか

わるよう努めてまいりますので、ご理解賜りますよ

うお願いいたします。 
 以上です。 
〇議長（獅畑輝明君） 宍戸忠君。 
〇４番（宍戸忠君） 〔登壇〕 集中豪雨に対する

地域の人々の安全のための施策ですが、人手がいな

くてなかなかその地域の状況をつかみ切れないので

はないかと思います。しかし、命にかかわることで

すから、その地域には大雨のときは必ず顔を出した

り連絡したりして安全の指導とか、とりあえずの施

策をしていくことが大事だと思います。そして、将

来はここをしっかり直すよという安心のプランを示

していく、こういうことが大事ではないかと思いま

す。 
 また、高齢者の不明問題、この問題では人員の不

足やら国の対応やら不十分さがいっぱいあります。

しかし、地域の住民、町内会や老人クラブや関係の

諸団体と力を合わせてこういう高齢者の方々の所在

をしっかりと把握していく、このことも大事ではな

いかと思います。このことに大きく力を入れていく

必要があると思います。 
 さらに、介護保険の関係でいいますと、サービス

のケアプラン、これが優先だという気持ちがいたし

ます。介護保険法の理念、これをしっかりと身につ

けてサービスに専念し、保険あって介護なし、こう

言われないようにしていくことが大事ではないかと

思います。 
 教育の問題では、一定の実態に合った施策が示さ

れたようであります。今日子供たちが学校で、本当

に家庭の暮らしや困難が真っすぐに学校に反映して

います。子供たちが不幸な事態にならないように、

一定の施策が示されたと思います。全力を挙げてそ

のことで学校が安心して過ごせることと同時に、教

育の向上に全力を挙げていただきたいと、以上要望

していきたいと思います。詳しいことは、また決算

委員会などで深めていきたいと思います。 
 以上、これで質問を終わりたいと思います。あり

がとうございました。 
〇議長（獅畑輝明君） 以上をもって一般質問を終
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了いたします。 
                       
〇議長（獅畑輝明君） お諮りいたします。 
 委員会審査のため、あす10日から16日まで７日間

休会いたしたいと思います。これにご異議ありませ

んか。 
（「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（獅畑輝明君） ご異議なしと認めます。 
 よって、あす10日から16日までの７日間休会する

ことに決しました。 
                       
〇議長（獅畑輝明君） この際、ご報告いたします。 
 さきに設置されました決算審査特別委員会の正副

委員長が決定いたしました。 
 委員長に若山武信君、副委員長に北市勲君が選任

されましたので、ご報告いたします。 
                       
〇議長（獅畑輝明君） 以上をもって、本日の日程

は全部終了いたしました。 
 本日はこれをもって散会いたします。 

（午後 ２時３３分 散 会） 
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